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議案第７号                 平成  年  月  日議決 

津市風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定について 

津市風致地区内における建築等の規制に関する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１号 

津市風致地区内における建築等の規制に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５８条第１

項の規定に基づき、風致地区（面積が１０ヘクタール以上のものであって２

以上の市町の区域にわたるものを除く。）内における建築等の規制に関し必

要な事項を定めるものとする。

（許可行為）

第２条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじ

め、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただ

し、別表第１に掲げる行為については、この限りでない。

 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、改築、増

築又は移転

 建築物等の色彩の変更

 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更（以下「宅地の造成

等」という。）

 水面の埋立て又は干拓

 木竹の伐採

 土石の類の採取

 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）

又は再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４

８号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。以下同じ。）の堆積

２ 市長は、前項の許可には、都市の風致の維持上必要な最少限度の条件を付

することができる。
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（協議行為）

第３条 国若しくは地方公共団体又は規則で定める公社等の機関が前条第１項

の許可を受けなければならない行為をしようとするときは、あらかじめ、市

長に協議することをもって足りる。

（通知行為）

第４条 前２条の規定にかかわらず、別表第２に掲げる行為（別表第１に掲げ

行為を除く。）をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に通知する

ことをもって足りる。

（許可の基準）

第５条 市長は、第２条第１項各号に掲げる行為で別表第３に定める基準に適

合するものについては、同項の許可をするものとする。

（監督処分）

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市の風致を維

持するため必要な限度において、第２条第１項の許可を取り消し、変更し、

その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工

事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改

築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命

ずることができる。

 この条例の規定に違反した者

 この条例の規定に違反した工事等の注文主若しくは請負人（請負工事の

下請人を含む。）又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若

しくはした者

 第２条第２項の規定により許可に付せられた条件に違反している者

 詐欺その他不正な手段により、第２条第１項の許可を受けた者

（立入検査）

第７条 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限

を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若し

くは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事等の状況を

検査することができる。

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、規則で定める身分

を示す証明書を携帯しなければならない。

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しな

ければならない。
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４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。

（罰則）

第９条 第６条の規定による市長の命令に違反した者は、５０万円以下の罰金

に処する。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

 第２条第１項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

 第２条第２項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

３ 第７条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、５

万円以下の罰金に処する。

第１０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに、三重県風致地区内における建築等の規

制に関する条例（昭和４５年三重県条例第１７号）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたもの

とみなす。

 （津市モーテル類似旅館等建築規制に関する条例の一部改正）

３ 津市モーテル類似旅館等建築規制に関する条例（平成１８年津市条例第２

１３号）の一部を次のように改正する。

  別表第２中「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和

４５年三重県条例第１７号）第２条第１項」を「津市風致地区内における建

築等の規制に関する条例（平成２６年津市条例第１号）第２条第１項」に改

める。
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別表第１（第２条、第４条関係）

許可を要しない行為

１ 都市計画事業の施行として行う行為

２ 国若しくは地方公共団体又は当該都市計画施設を管理することとなる

者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う

行為

３ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

４ 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物若

しくはその部分の床面積の合計が１０平方メートル以下であるもの（新

築、改築又は増築後の建築物の高さが１５メートルを超えることとなる

ものを除く。）

５ 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が１０平方メートル以下

であるもの

６ 次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ。）の新

築、改築、増築又は移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で、地下に設

けるもの

 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

 その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが

１．５メートル以下であるもの

７ 面積が１０平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが１．５メ

ートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

８ 面積が１０平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

９ 枯損した木竹又は仮植した木竹の伐採

１０ 自家用に充てるために必要な木竹の伐採又は木竹の保育のため通常

行われる木竹の伐採

１１ 危険な木竹又はこの表及び別表第２に掲げる行為のため必要な測

量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹の伐採

１２ 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第７項の土地の形

質の変更と同程度のもの

１３ 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔、広告板、

広告塔その他これらに類するもの（第６項各号に該当するものを除
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く。）以外のものの色彩の変更

１４ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が１０平方

メートル以下であり、かつ、高さが１．５メートル以下であるもの

１５ 風致地区内において行う工事に伴い堆積される土石で、当該工事現

場において、工事施行期間内に限り堆積されているもの

１６ 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）による信号機の設置又は

管理に係る行為

 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除

く。

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転

イ 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信

用の空中線系（その支持物を含む。）その他これらに類する工作物

以外のものの新築、改築、増築又は移転

ウ 高さが１．５メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う

土地の形質の変更

エ 高さが５メートルを超える木竹の伐採

オ 土石の類の採取で、その採取による地形の変更がウの土地の形質

の変更と同程度のもの

カ 建築物等の色彩の変更で第１３項に該当しないもの

キ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、第１４項に該

当しないもの

 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）による認定電気通信事

業、有線ラジオ放送（有線電気通信設備を用いて行われる放送法（昭

和２５年法律第１３２号）第６４条第１項ただし書に規定するラジオ

放送をいう。）の業務（共同聴取業務に限る。以下この号において

「有線ラジオ放送業務」という。）又は有線テレビジョン放送（有線

電気通信設備を用いて行われる放送法第２条第１８号に規定するテレ

ビジョン放送をいう。）の業務（共同視聴業務に限る。以下この号に

おいて「有線テレビジョン放送業務」という。）の用に供する線路又

は空中線系（その支持物を含む。以下同じ。）のうち、高さが１５メ

ートル以下であるものの新築（有線ラジオ放送業務又は有線テレビジ
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ョン放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。）、

改築、増築又は移転

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転

イ 宅地の造成又は土地の開墾

ウ 用排水施設（幅員が２メートル以下の用排水路を除く。）の設置

又は幅員が２メートルを超える農道若しくは林道の新設若しくは開

設

エ 水面の埋立て又は干拓

オ 森林の択伐又は皆伐

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為
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別表第２（第４条関係）

通知行為

１ 独立行政法人水資源機構法（平成１４年法律第１８２号）第１２条第

１項第１号、第２号イ若しくは第３号（水資源開発施設に係る部分に限

る。）に規定する業務又は同法附則第４条第１項に規定する業務（これ

に附帯する業務を除く。）に係る行為（第３４項に掲げるものを除

く。）

２ 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する

法律（昭和４２年法律第１０２号）による保全区域整備計画に基づく事

業の執行に係る行為

３ 近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和４２年法律第１０３号）

による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

４ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規定に

より指定された重要文化財、同法第７８条第１項の規定により指定され

た重要有形民俗文化財、同法第９２条第１項に規定する埋蔵文化財又は

同法第１０９条第１項の規定により指定され、若しくは同法第１１０条

第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

５ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）による公園事業の執行に係

る行為

６ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水道用

水供給事業若しくは工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）によ

る工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法（昭和３３年法律第７

９号）による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポ

ンプ施設の設置又は管理に係る行為

７ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業の施行

に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）

８ 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林

業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為（水面の

埋立て及び干拓を除く。）

９ 漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第３条第１号に掲げる

基本施設又は同条第２号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行

又は漁港施設の管理に係る行為

１０ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項に規定する地域
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森林計画に定める林道の開設、改良又は管理に係る行為

１１ 森林法第４１条第３項に規定する保安施設事業の施行に係る行為

１２ 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又

は管理に係る行為

１３ 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３条第１項に規定する鉱物

の掘採に係る行為

１４ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物の設置

（液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス

工作物（圧縮天然ガスに係るものを除く。）の設置を除く。）又は管理

に係る行為

１５ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用に供

する電気工作物の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を除く。）

又は管理に係る行為

１６ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道事業者又は索道

事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用

に供する施設の建設（鉄道事業にあっては、駅、操車場、車庫その他こ

れらに類するもの（以下「駅等」という。）の建設を除く。）又は管理

に係る行為

１７ 軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌道の敷設（駅等の建設

を除く。）又は管理に係る行為

１８ 港則法（昭和２３年法律第１７４号）による信号所の設置又は管理

に係る行為

１９ 航路標識法（昭和２４年法律第９９号）による航路標識の設置又は

管理に係る行為

２０ 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項第１号から第５

号までに掲げる港湾施設（同条第６項の規定により同条第５項第１号か

ら第５号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。）に関する工

事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

２１ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）による一般自動車道又は

専用自動車道（鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自

動車運送事業の用に供するものに限る。）の造設（これらの自動車道と

これらの自動車道以外の道路（高速自動車国道及び道路法（昭和２７年

法律第１８０号）による自動車専用道路を除く。）とを連結する施設の
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造設を除く。）又は管理に係る行為

２２ 航空法（昭和２７年法律第２３１号）による航空保安施設で公共の

用に供するもの又は同法第９６条に規定する指示に関する業務の用に供

するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為

２３ 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報

の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

２４ 自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）によるバスター

ミナルの設置又は管理に係る行為

２５ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建

設（駅等の建設を除く。）又は管理に係る行為

２６ 放送法第２条第２号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中

線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管

理に係る行為

２７ 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系

及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に

係る行為

２８ 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中

線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管

理に係る行為

２９ 砂防法（明治３０年法律第２９号）による砂防工事の施行又は砂防

設備の管理（同法に規定する事項が準用されるものを含む。）に係る行

為

３０ 高速自動車国道若しくは道路法による自動車専用道路の新設、改

築、維持、修繕若しくは災害復旧（これらの道路とこれらの道路以外の

道路（道路運送法による一般自動車道を除く。）とを連結する施設の新

設及び改築を除く。）又は道路法による道路（高速自動車国道及び道路

法による自動車専用道路を除く。）の改築（小規模の拡幅、舗装、勾配

の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに

限る。）、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

３１ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）による都市公園又は公園施

設の設置又は管理に係る行為

３２ 海岸法（昭和３１年法律第１０１号）による海岸保全施設に関する

工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
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３３ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）による地すべり防止

工事の施行に係る行為

３４ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川

又は同法第１００条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施

行又は管理に係る行為

３５ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

３６ 三重県立自然公園条例（昭和３３年三重県条例第２号）による公園

事業の執行に係る行為

３７ 三重県文化財保護条例（昭和３２年三重県条例第７２号）第５条第

１項の規定により指定された三重県指定有形文化財、同条例第２７条第

１項の規定により指定された三重県指定有形民俗文化財若しくは三重県

指定無形民俗文化財又は同条例第３５条第１項の規定により指定された

県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
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別表第３（第５条関係）

許可の基準

行為の種類 要件

建築物の新築、

改築、増築又

は移転

１ 仮設の建築物 

当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却するこ

とができるものであること。

２ 地下に設ける建築物

当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築、改

築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ない

こと。

３ その他の建築物

 当該建築物の高さが、地上から１５メートル以下で

あること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及

び意匠が新築、改築、増築又は移転の行われる土地及

びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和

でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置

が行われることが確実と認められる場合は、この限り

でない。

 当該建築物の建ぺい率が、１０分の４以下であるこ

と。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支

障がないと認められる場合は、この限りでない。

 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地

の境界線までの距離は、道路に接する部分にあっては

２メートル、その他の部分にあっては１メートル以上

であること。ただし、改築又は周辺の土地の状況によ

り風致の維持上支障がないと認められる場合は、この

限りでない。

 新築、改築又は増築にあっては新築、改築又は増築

後の建築物の位置、形態及び意匠が、移転にあっては

移転後の建築物の位置が、新築、改築、増築又は移転

の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風

致と著しく不調和でないこと。
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 当該建築物の敷地内に風致の維持に必要な木竹が存

在しないときは、風致の維持に必要な植栽その他の措

置を行うものであること。

工作物の新築、

改築、増築又

は移転

１ 仮設の工作物

当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却するこ

とができるものであること。

２ 地下に設ける工作物

当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築、改

築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ない

こと。

３ その他の工作物

新築にあっては当該工作物の位置、規模、形態及び意

匠が、改築又は増築にあっては改築又は増築後の工作物

の規模、形態及び意匠が、移転にあっては移転後の工作

物の位置が新築、改築、増築又は移転の行われる土地及

びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和で

ないこと。

建築物等の色

彩の変更

当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存

する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく

不調和でないこと。

宅地の造成等 １ 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面

積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合（以下

「緑地率」という。）が、別表第４に掲げる風致地区の

区分ごとに、それぞれ同表に掲げる割合以上であるこ

と。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障

がないと認められる場合は、この限りでない。

２ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域に

おける木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

３ １ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に

掲げる行為を伴わないこと。

 高さが５メートルを超えてのりを生ずる切土又は盛

土。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支
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障がないと認められる場合は、この限りでない。

 面積が１ヘクタール以上の森林で、風致の維持上特

に必要があるものとして、あらかじめ、市長が指定し

たものの伐採

４ １ヘクタール以下の宅地の造成等で前項第１号に規定

する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を

行うものであること等により当該切土又は盛土により生

ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における

風致と著しく不調和とならないものであること。

水面の埋立て

又は干拓

１ 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地

貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と

著しく不調和とならないものであること。

２ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域におけ

る木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

木竹の伐採 伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における

風致を損なうおそれが少なく、かつ、当該行為が次のいず

れかに該当すること。

 建築物その他工作物の新築、改築、増築若しくは移

転又は土地の形質の変更に係る行為をするために必要

な最少限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採の成林が確実であると認められる森林の皆伐

（面積が１ヘクタール以上の森林で、風致の維持上特

に必要があるものとして、あらかじめ、市長が指定し

たものに係るものを除く。）で、伐採区域の面積が１

ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

土石の類の採

取

１ 採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風

致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

２ 採取の方法が露天掘りでないこと。ただし、必要な埋

戻し又は植栽をすること等により風致の維持に支障を及

ぼさない場合は、この限りでない。



- 14 -

屋外における

土石、廃棄物

又は再生資源

の堆積

植栽等による必要な修景措置が行われることにより、堆

積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維

持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
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別表第４（別表第３関係）

風致地区別緑地率

風致地区 緑地率（％）

偕楽公園 １０

贄崎浦 １０

結城 １０

阿漕浦 １０
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議案第８号                 平成  年  月  日議決 

   津市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 

 津市消防長及び消防署長の資格を定める条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第２号

   津市消防長及び消防署長の資格を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号。以下「法」と

いう。）第１５条第２項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定め

るものとする。 

 （消防長の資格） 

第２条 法第１５条第２項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとお

りとする。 

 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防

本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に１年以上あったも

のであること。 

 本市の消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に２年以

上あったものであること。 

 本市の行政事務に従事した者で、津市行政組織条例（平成１８年津市条

例第１１号）第１条に規定する部の長の職その他これと同等以上と認めら

れる職に２年以上あったものであること。 

 （消防署長の資格） 

第３条 法第１５条第２項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のと

おりとする。 

 本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に

１年（市長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、

１年から当該教育訓練の課程に応じ市長が定める期間を控除した期間）以

上あったものであること。 

 本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級
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に３年（市長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、

３年から当該教育訓練の課程に応じ市長が定める期間を控除した期間）以

上あったもの（前号に該当する者を除く。）であること。 

 本市の消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長

の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に３年以上あっ

たもので、市長が定める教育訓練を消防大学校において受けたものである

こと。 

  附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に消防長の職にある者は、退職するまでの間、第２

条に規定する消防長の資格を有する者とみなす。 



議案第９号                 平成  年  月  日議決 

   津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部の改正に     

   ついて                                 

 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２６年３月２８日

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第３号

   津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条例第２

０号）の一部を次のように改正する。

 附則第２項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改め

る。 

   附 則                                 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。



議案第１０号                平成  年  月  日議決  

   津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部の改正に     

   ついて                                 

 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２６年３月２８日

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４号

   津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条例第４

０号）の一部を次のように改正する。

 附則第３項及び第４項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１

日」に改める。 

   附 則                                 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。



議案第１１号                平成  年  月  日議決  

   津市職員の給与に関する条例の一部の改正について          

 津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第５号

   津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

津市職員の給与に関する条例（平成１８年津市条例第４２号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則第８項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改め

る。 

   附 則                                 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。



議案第１２号                平成  年  月  日議決  

   津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部の 

   改正について                            

 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日                        

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第６号

   津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正す

る条例 

津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例（平成１８年津市条

例第２２７号）の一部を次のように改正する。          

 附則第２項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改め

る。 

   附 則                       

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。      
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議案第１３号                平成  年  月  日議決 

   津市財産に関する条例の一部の改正について 

 津市財産に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第７号

   津市財産に関する条例の一部を改正する条例 

 津市財産に関する条例（平成１８年津市条例第５２号）の一部を次のように

改正する。 

第７条の次に次の１条を加える。 

（行政財産の貸付け） 

第７条の２ 法第２３８条の４第２項から第４項までの規定及び民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１

７号）第６９条第６項から第１０項まで及び第７０条第５項から第８項まで

の規定により行政財産を貸し付ける場合については、次条から第１０条まで

の規定を準用する。 

第８条を次のように改める。 

（普通財産の貸付期間） 

第８条 法第２３８条の５第１項の規定により普通財産を貸し付ける場合にお

いては、その貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

期間とする。 

 建物を所有することを目的とし、借地借家法（平成３年法律第９０号）

第２２条に規定する定期借地権を設定して、土地及びその土地の定着物 

（建物を除く。以下この項において同じ。）を貸し付ける場合 ５０年以 

上６０年以下 

 専ら事業の用に供する建物（居住の用に供するものを除く。）を所有す

ることを目的とし、借地借家法第２３条に規定する事業用定期借地権等を

設定して、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 １０年以上５０

年未満 

 建物を所有することを目的とし、借地借家法第２４条に規定する建物譲
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渡特約付借地権を設定して、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 

３０年以上５０年以下 

 前３号に規定する場合を除くほか、建物を所有することを目的とし、土

地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 ３０年 

 臨時設備の設置その他一時使用を目的とし、土地及びその土地の定着物

を貸し付ける場合 １年以内 

 前各号に規定する場合を除くほか、土地及びその土地の定着物を貸し付

ける場合 ２０年以内 

 一時使用を目的とし、建物その他の物件を貸し付ける場合 １年以内 

 前号に規定する場合を除くほか、建物その他の物件を貸し付ける場合 

５年以内 

２ 前項第４号から第８号までに規定する貸付期間は、更新することができる。 

この場合において、その更新の期間は、次に掲げる期間を超えることができ

ない。 

 前項第４号に規定する貸付け １０年（当該貸付けをした後の最初の更

新にあっては、２０年） 

 前項第５号から第８号までに規定する貸付け 当該各号に定める期間 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市財産に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結

する契約に係る財産の貸付けについて適用し、同日前に締結した契約に係る

財産の貸付けについては、なお従前の例による。 
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議案第１４号                平成  年  月  日議決 

   津市手数料徴収条例の一部の改正について 

 津市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第８号

   津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 津市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第７３号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表第１２製造所の設置の許可の項中「９１，０００円」を「９２，０００ 

円」に改め、同表貯蔵所の設置の許可の項中「８２０，０００円」を「８３０，

０００円」に、「９９０，０００円」を「１，０１０，０００円」に、「１，

１００，０００円」を「１，１２０，０００円」に、「１，４００，０００円」 

を「１，４２０，０００円」に、「１，６４０，０００円」を「１，６６０，

０００円」に、「３，８５０，０００円」を「３，８８０，０００円」に、 

「５，０９０，０００円」を「５，１００，０００円」に、「１，１２０，０

００円」を「１，１３０，０００円」に、「１，３３０，０００円」を「１，

３４０，０００円」に、「１，４８０，０００円」を「１，５００，０００円」

に、「２，１２０，０００円」を「２，１４０，０００円」に、「４，３３０，

０００円」を「４，３５０，０００円」に改め、同表取扱所の設置の許可の項

中「９１，０００円」を「９２，０００円」に改め、同表製造所、貯蔵所又は

取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項中「９５０，０００円」を「９

９０，０００円」に、「１，６５０，０００円」を「１，７２０，０００円」

に、「３，１８０，０００円」を「３，３２０，０００円」に、「３，８９０，

０００円」を「４，０６０，０００円」に、「４，４５０，０００円」を「４，

６５０，０００円」に改め、同表特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安

に関する検査の項中「４１０，０００円」を「４３０，０００円」に、「９２

０，０００円」を「９６０，０００円」に、「１，１６０，０００円」を「１，

２１０，０００円」に、「２，８３０，０００円」を「２，９５０，０００円」

に、「３，４７０，０００円」を「３，６２０，０００円」に、「４，０００，
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０００円」を「４，１７０，０００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第１５号                平成  年  月  日議決 

   津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部の改正に 

ついて 

 津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第９号

   津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１

４５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表中 

「 

                                  を 

                                 」 

「 

                                  に 

                                 」 

改める。 

 第５条第１項の表中 

「 

ごみ焼却施設 

津市西部クリーンセンター 津市片田田中町１３

０４番地 

津市クリーンセンターおお

たか 

津市森町２４３８番

地１ 

津市河芸美化センター 津市河芸町久知野３

９２番地 

ごみ焼却施設 

津市西部クリーンセンター 津市片田田中町１３

０４番地 

津市クリーンセンターおお

たか 

津市森町２４３８番

地１ 

津市西部ク

リーンセン

ター 

１  ごみ（可燃物

（粗大ごみを除

く。）に限る。） 

１ 廃棄物の重量が２０キログ

ラム以下の場合 ３００円 

２ 廃棄物の重量が２０キログ 
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                                  を 

                                 」 

「 

                                  に 

                                 」 

改める。 

   附 則 

２ 廃棄物処理条例

第１１条第３項の

規定により、市長

が別に定める産業

廃棄物 

ラムを超える場合 ３００円

に２０キログラムを超える廃

棄物の重量（以下「一律超過

重量」という。）１０キログ

ラム（一律超過重量に１０キ

ログラム未満の端数がある場

合においては、その端数重量

又は当該一律超過重量が５キ

ログラム以上のときはこれら

を１０キログラムとし５キロ

グラム未満のときはこれらを

切り捨てるものとする。）に

ついて１５０円を加算した額 

津市クリー

ンセンター

おおたか 

ごみ（可燃物（粗大

ごみを除く。）に限

る。） 

津市河芸美

化センター 

津市西部ク

リーンセン

ター 

１  ごみ（可燃物

（粗大ごみを除

く。）に限る。） 

２ 廃棄物処理条例

第１１条第３項の

規定により、市長

が別に定める産業

廃棄物 

１ 廃棄物の重量が２０キログ

ラム以下の場合 ３００円 

２ 廃棄物の重量が２０キログ

ラムを超える場合 ３００円

に２０キログラムを超える廃

棄物の重量（以下「一律超過

重量」という。）１０キログ

ラム（一律超過重量に１０キ

ログラム未満の端数がある場

合においては、その端数重量

又は当該一律超過重量が５キ

ログラム以上のときはこれら

を１０キログラムとし５キロ

グラム未満のときはこれらを

切り捨てるものとする。）に

ついて１５０円を加算した額 

津市クリー

ンセンター

おおたか 

ごみ（可燃物（粗大

ごみを除く。）に限

る。） 
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 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 



議案第１６号                平成  年  月  日議決

   津市落合の郷の設置及び管理に関する条例の一部の改正について

 津市落合の郷の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

  平成２６年３月２８日

津市長 前 葉 泰 幸

津市条例第１０号

   津市落合の郷の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

津市落合の郷の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１６２号）

の一部を次のように改正する。

 別表中

   附 則

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 改正後の津市落合の郷の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。

１箇所につき
炭等の原

価相当額
」

を

「

」

に改める。

「
１人１回につ

き

 ３００



議案第１７号                平成  年  月  日議決 

   津市簡易水道条例の一部の改正について 

津市簡易水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１１号

津市簡易水道条例の一部を改正する条例 

 津市簡易水道条例（平成１８年津市条例第２２３号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１第６項中「戸木簡易水道」を「下之川簡易水道」に、「美杉町下之

川」を「美杉町八手俣の一部（下竹原簡易水道の給水区域を除く。）、美杉町

下之川」に、「１３７人」を「５６０人」に、「２１立方メートル」を「１８

４立方メートル」に改め、同表第１０項中「戸木簡易水道」を「下之川簡易水

道」に改め、同表第１７項中「美杉町八手俣の一部」の次に「（下之川簡易水

道の給水区域を除く。）」を加える。 

別表第２中 

「 

                                 」 

「                                 

                                 」 

改める。 

附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日の前日までに使用した簡易水道事業の用に供する水道 

の料金については、なお従前の例による。 

下多気簡易水道 

戸木簡易水道 

三谷簡易水道 

を 

下多気簡易水道 に 



議案第５０号                平成  年  月  日議決 

   津市国民健康保険条例の一部の改正について 

 津市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１２号

   津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２５条第１項第２号中「（当該世帯主を除く。）」を削る。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市国民健康保険条例の規定は、平成２６年度以後の年度分の保

険料について適用し、平成２５年度分までの保険料については、なお従前の

例による。 



議員提出議案第  号            平成  年  月  日議決 

   津市議会政務活動費の交付に関する条例の一部の改正について 

 津市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

平成２６年３月２８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１３号 

   津市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 津市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１８年津市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

６ 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間、第３条第１項の

規定の適用については、同項中「５万円」とあるのは、「４万円」とする。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 



  津市美里社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１１号 

   津市美里社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 津市美里社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８

年津市規則第８２号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第１項中「ところによる」を「ところによるものとする」に改め、 

同項第２号ただし書を削り、同条第２項中「美里社会福祉センター使用料還付

請求書」を「美里社会福祉センター使用料還付申請書」に改める。 

 第１号様式から第５号様式までを次のように改める。 



第１号様式（第４条、第６条関係） 

美里社会福祉センター使用（使用変更）許可申請書 

年  月  日  

 （宛先）津市長 

（〒    ）          

住 所                

申請者 団体名                

氏名（代表者）            

電 話                

 次のとおり津市美里社会福祉センターを 
使 用

使用変更
 したいので申請します。 

使 用 日 時
年  月  日（ 曜）午 

前
後

時  分から 

年  月  日（ 曜）午 
前
後

時  分まで 

行 事 名

使 用 目 的

入 場 予 定 人 員   対象者  

使 用 責 任 者 の

住 所 及 び 氏 名 電話（  ）  ―     

使 用 す る 施 設 ′ホール  ′その他の室 

使 用 す る 設 備 器 具

冷 房 要   不要 暖 房 要   不要 

持 込 器 具 等

入 場 料 等 の 徴 収 有（        円）         無 

※次の欄は、記入しないでください。 

使 用 料

施 設 使 用 料 冷 暖 房 使 用 料 合 計

円 円 円

許 可 条 件 等



第２号様式（第５条-第７条関係）   （表） 

美里社会福祉センター使用（使用変更）許可書 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 （氏 名） 様 

津市長 （氏 名） 印   

      年  月  日付けで申請のあった津市美里社会福祉センターの 
使 用

使用変更

について、次のとおり許可します。 

使 用 日 時

年  月  日（ 曜）午 
前
後

時  分から 

  年  月  日（ 曜）午 
前

後
時  分まで 

行 事 名

使 用 目 的

入 場 予 定 人 員   対象者  

使 用 責 任 者 の

住 所 及 び 氏 名 電話（  ）  ―     

使 用 す る 施 設 ′ホール ′その他の室 

使 用 す る 設 備 器 具

冷 房 要  不要 暖 房 要  不要 

持 込 器 具 等

入 場 料 等 の 徴 収 有（        円）        無 

許 可 条 件 等

※ 使用上の注意については、裏面を御覧ください。 



（裏） 

使 用 者 心 得 

１ 使用開始前には、許可書を事務室へ提出してください。 

２ 許可なくして所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないでください。 

３ 許可を受けた施設及び設備器具以外のものを使用しないでください。 

４ 許可なくして所定の場所以外へ立ち入らないでください。 

５ 施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに事務室へ連絡してくださ

い。 

６ 非常時に備えて使用責任者の方は、非常口の場所、誘導方法等をあらかじめ確認して

ください。 

７ 使用を終わったときは、係員に連絡してください。 

８ その他係員の指示に従ってください。 



第３号様式（第７条関係） 

美里社会福祉センター使用許可取消届 

年  月  日  

 （宛先）津市長 

（〒    ）          

住 所                

申請者 団体名                

氏名（代表者）            

電 話                

 次のとおり津市美里社会福祉センターの使用許可の取消しを受けたいので、許可書を添

えて届け出ます。 

取消しに係る使用日時

年  月  日（ 曜）午 
前 
後 

時  分から 

年  月  日（ 曜）午 
前 
後 

時  分まで 

取消しに係る行事名

取 消 し に 係 る 施 設 ′ホール ′その他の室 

使 用 許 可 年 月 日

及 び 許 可 番 号

取消しを受けようとする

理 由



第４号様式（第９条関係） 

美里社会福祉センター使用料減免申請書 

年  月  日  

 （宛先）津市長 

（〒    ）          

住 所                

申請者 団体名                

氏名（代表者）            

電 話                

 次のとおり津市美里社会福祉センターの使用料の
減額

免除
を受けたいので申請します。 

使 用 日 時

年  月  日（ 曜）午 
前 
後 

時  分から 

年  月  日（ 曜）午 
前 
後 

時  分まで 

行 事 名

使 用 目 的

使 用 す る 施 設 ′ホール ′その他の室 

冷 房  要   不要  暖        房  要   不要 

減 免 申 請 の 理 由

※次の欄は、記入しないでください。 

使 用 料 減 免 率 減 免 金 額 差 引 使 用 料 備 考 

      円 ％ 円 円



第５号様式（第10条関係）        

美里社会福祉センター使用料還付申請書 

年  月  日  

 （宛先）津市長 

（〒   ）          

住 所               

申請者 団体名               

氏名（代表者）           

電 話               

 次のとおり津市美里社会福祉センターの使用料の還付を受けたいので申請します。 

還 付 の 対 象 と な る

使 用 日 時

    年  月  日（  曜）午 

    年  月  日（  曜）午 

前
後
前
後

  時  分から 

  時  分まで 

還 付 対 象 施 設 ′ホール ′その他の室 

冷 房 要   不要 暖 房 要   不要 

既 納 の 使 用 料
納 付 年 月 日 年  月  日

納 付 金 額 円

還 付 申 請 の 理 由

 ※ 次の欄は、記入しないでください。 

納 付 金 額 還 付 金 額 備 考

円 円



附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ 

に公布する。 

  平成２６年３月２４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１２号 

   津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第７４ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第２項中「第８号様式」を「第８号様式その１又はその２」に改め、

「提出」の次に「（市長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連

合会を経由して市長に提出した場合を含む。）」を加える。 

 第７号様式及び第８号様式を次のように改める。 



第７号様式（第１２条関係）

福 祉 医 療 費 領 収 証 明 書

 （宛先）津市長 

 ※該当する番号を 

○で囲んでください。

１ 障害者 

２ 一人親家庭 

３ 子ども 

４ その他 

 市 町 コ ー ド 

受 給 資 格 証 番 号 氏      名 性 別 生  年  月  日 

  男・女 年  月  日 

医 療 費 証 明 書（第三者行為及び後期高齢者医療該当者を除く。） 

診 療 年 月 年    月 年    月 年    月 年    月

一 部 負 担 割 合 ０･１･２･３割･継 ０･１･２･３割･継 ０･１･２･３割･継 ０･１･２･３割･継 

入院・外来区分 入院 ・ 外来 入院 ・ 外来 入院 ・ 外来 入院 ・ 外来 

入院診療実日数 日 日 日 日

保険請求点数(額)
（円）

点

（円）

点

（円）

点

（円）

点

一 部 負 担 額 円 円 円 円

公 費 ・ ○長 区 分

公 費 請 求 点 数 点 点 点 点

公費･○長一部負担額 円 円 円 円

食

事

療

養

保 険 請 求 分 円 円 円 円

標 準 負 担 分 円 円 円 円

公 費 請 求 分 円 円 円 円

公費標準負担分 円 円 円 円

処方せん発行区分 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

処 方 せ ん 発 行

医 療 機 関 番 号

処 方 せ ん 発 行

医 療 機 関 名 称

証 明 書 料 円

 上記のとおり診療を行い、所定の一部負担金を領収したことを証明します。 

年  月  日 

医療機関コード  

                  （〒    ） 

     所 在 地 

     名   称 

医療機関等 

     開設者氏名                   ○印

     電 話 番 号



第８号様式その１（第１２条関係） 

福 祉 医 療 費 領 収 証 明 一 覧 表 

（第三者行為及び後期高齢者医療該当者を除く。）   

市 町

コード

助 成

種 別
受給資格証番号 氏 名

性

別
生年月日 診療年月

一 部

負 担

割 合

入

院

入 院

日 数

保険請求

点数(額)
一部負担額

公費・

長区分

公費請求

点数(額)

公 費 ・ 長

一部負担額

入院時食事療養費 
処方せん

発行区分
備考

保険請求分標準負担分公費請求分
公費標準
負 担 分

保険診療による一部負担金を上記のとおり領収しました。   

                                          医療機関コード 

（〒     ）                       
所在地             開設者氏名         印  

医療機関等名称              電話               



第８号様式その１の次に次の１様式を加える。 



第８号様式その２（第１２条関係） 

福 祉 医 療 費 領 収 証 明 一 覧 表 

（第三者行為及び後期高齢者医療該当者を除く。）   

市 町

コード

助 成

種 別
受給資格証番号 氏 名

性

別
生年月日 診療年月

一 部

負 担

割 合

入

院

入 院

日 数

保険請求

点数(額)
一部負担額

公費・

長区分

公費請求

点数(額)

公 費 ・ 長

一部負担額

処方せん

発行区分

処 方 せ ん 発 行

医 療 機 関 番 号

処 方 せ ん 発 行

医 療 機 関 名 称
備考 

保険診療による一部負担金を上記のとおり領収しました。   

                                          医療機関コード 

（〒     ）                       
所在地             開設者氏名         印  

医療機関等名称              電話               



附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、この規 

則の施行の日以後に行われる診療に係る福祉医療費の助成について適用し、 

同日前に行われた診療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例に 

よる。 



 津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２７日  

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１３号 

津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則 

津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年津市規則第１９９号）の一部を次

のように改正する。 

第９条第２項の表を次のように改める。 

建築物 報告の時期 

前項第１号から第３号まで及び第

７号に掲げる建築物 

毎年５月１日から１０月３１日までの

間 

前項第４号から第６号までに掲げ

る建築物 

平成１８年を始期として、隔年５月１

日から１０月３１日までの間 

前項第８号に掲げる建築物 平成１８年を始期として、３年ごとの

５月１日から１０月３１日までの間 

［備考］ 

 前項第１号から第３号まで及び第７号に掲げる建築物のいずれかに該当

し、かつ、同項第４号から第６号までに掲げる建築物のいずれかに該当す

るものに係る報告の時期は、毎年５月１日から１０月３１日までの間とす

る。 

第１０条第３項の表中「７月３１日まで」を「１０月３１日まで」に改める。 

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



 津市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１４号 

   津市事務分掌規則の一部を改正する規則 

第１条 津市事務分掌規則（平成１８年津市規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第１項第７号の表中 

「こども家庭課    保育担当 児童母子担当」を 

「子育て推進課    子育て推進担当 保育担当 

こども支援課    こども支援担当 発達支援担当」 

１号の表中「建築安全担当」を「建築安全・耐震担当」に改め、同条第３項

中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１号から第１６号までを１号

ずつ繰り上げる。 

 第４条第１項第２号中「これらの職にあっては」を削る。 

 別表第１危機管理部の表危機管理課の部危機管理担当の項中「津市新型イ

ンフルエンザ対策本部」を「津市新型インフルエンザ等対策本部」に改め

る。 

 別表第１健康福祉部の表福祉政策課の部企画管理担当の項中第８号を第１

０号とし、第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号の次に次の

２号を加える。 

 生活困窮者自立相談支援事業に関すること。 

 その他生活困窮者等に係る支援等に関すること。 

別表第１健康福祉部の表福祉政策課の部地域福祉担当の項中第９号を削り、

第１０号を第９号とし、第１１号を第１０号とし、同部の次に次のように加

える。 

子育て推進

課 

子育て推進担

当 

 少子化対策及び子ども子育て支援施策の総

合的な企画、調整及び推進に関すること。 

 子ども・子育て会議に関すること。 

 課の庶務に関すること。 

保育担当   児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号)

に改め、同項第１ 



第５６条第３項の規定に基づく保育費用の徴

収に関すること。 

 私立保育所等への委託料及び補助金交付に

関すること。 

 保育所等の設置、管理、運営等に関するこ

と。 

 津市療育センターに関すること。 

 別表第１健康福祉部の表こども家庭課の部を次のように改める。 

こども支援

課 

こども支援担

当 

 児童福祉法第５６条第２項の規定に基づく

助産の実施又は母子保護の実施に要する費用

の徴収に関すること。 

 児童扶養手当及び児童手当に関すること。

 母子等福祉事業及び婦人保護事業に関する

こと。 

 児童福祉施設等（保育所及び津市療育セン

ターを除く。）の設置、管理、運営等に関す

ること。 

 児童及び妊産婦の福祉に係る相談等に関す

ること。 

 家庭児童相談に関すること。 

 次世代育成支援行動計画に関すること。 

 児童虐待の防止等に関すること。 

 いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第

７１号）第３０条第２項の規定に基づく調査

に関すること。 

 児童館、チビッコ広場及び児童遊園に関す

ること。 

 その他児童、母子等の福祉及びこども育成

に関すること。 

 課の庶務に関すること。 

 発達支援担当  児童の総合的な発達支援に係る事業及び相

談に関すること。 

 （仮称）津市児童発達支援センターの整備



の推進に関すること。 

  別表第１健康福祉部の表障がい福祉課の部障がい福祉担当の項中第９号を

第１０号とし、第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律（平成２４年法律第５０号）に関すること。 

別表第１商工観光部の表商業振興労政課の部企画管理・労政担当の項中第

１２号を第１３号とし、第１１号を第１２号とし、第１０号を第１１号とし、

第９号の次に次の１号を加える。 

 （仮称）道の駅河芸の整備の推進に関すること。 

 別表第１都市計画部の表都市政策課の部都市計画・景観担当の項中第１２

号を第１３号とし、第４号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の

次に次の１号を加える。 

 三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和４５年三

重県条例第１７号）の施行に関すること。 

別表第１都市計画部の表建築指導課の部建築指導担当の項中第１１号を第

１３号とし、第５号から第１０号までを２号ずつ繰り下げ、第４号の次に次

の２号を加える。 

 建築基準法に基づく建築物等に係る定期報告に関すること。 

 建築基準法に基づく建築物等の仮使用の承認に関すること。 

別表第１都市計画部の表建築指導課の部建築審査担当の項第５号を削り、

同部建築安全担当の項中「建築安全担当」を「建築安全・耐震担当」に改め、

同項第３号及び第４号を削り、同項第５号を同項第３号とし、同項第６号を

同項第４号とし、同項第７号中「計画の認定」の次に「、要緊急安全確認大

規模建築物の耐震化」を加え、同号を同項第５号とし、同号の次に次の１号

を加える。 

 住宅に係る耐震診断及び耐震補強の推進に関すること。 

別表第１都市計画部の表建築指導課の部建築安全担当の項中第８号を第７

号とし、第９号を第８号とし、同項に次の２号を加える。 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

に基づく認定に関すること。 

 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）に基

づく認定に関すること。 

  別表第３危機管理部危機管理課の表防災室の部災害対策担当の項中第５号



を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とする。 

別表第３市民部市民交流課の表対話連携推進室の部対話連携担当の項第７

号中「（地域福祉ステーションに係るものを除く。）」を削る。 

別表第３健康福祉部こども家庭課の表を削る。 

第２条 津市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

 別表第１総務部の表情報企画課の部企画運用担当の項中第６号を削り、第

７号を第６号とし、第８号を第７号とする。 

  別表第１都市計画部の表都市政策課の部都市計画・景観担当の項第４号を

次のように改める。 

 津市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２６年津市

条例第１号）の施行に関すること。 

   附 則 

１ この規則中第１条の規定は平成２６年４月１日から、第２条の規定は同年

７月１日から施行する。 

２ 第１条の規定の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課又

は担当の職に勤務又は兼務を命ぜられていた職員は、別に人事異動通知書の

交付又は人事異動通知書の交付に代える部長等への通知がされない限り、同

条の規定の施行の日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる部、課又は担当の

相当の職に勤務又は兼務を命ぜられたものとする。 

健康福祉部 こども家庭

課 

保育担当 健康福祉部 子育て推進

課 

保育担当 

〃 〃 児童母子担

当 

〃 こども支援

課 

こども支援

担当 

都市計画部 建築指導課 建築安全担

当 

都市計画部 建築指導課 建築安全・

耐震担当 



 津市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

                       津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１５号 

   津市公印規則の一部を改正する規則 

 津市公印規則（平成１８年津市規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表市長印の項中「表賞状等」を「表彰状等」に、「８６」を「８７」に改

め、同表市長職務代理者印の項中「８６」を「８７」に改め、同表社会福祉事

務所長印の項中 

 れい書 方 18 津市社会福

祉事務所長

の権限に関

する事項の

うち、こど

も家庭課の

課長専決事

項、印影印

刷用及び電

子公印用

こども家庭

課保育担当

の担当主幹

又は担当副

主幹 

１ 

れい書 方18 津市社会福

祉事務所長

の権限に関

する事項の

うち、子育

て推進課の

課長専決事

項、印影印

刷用及び電

子公印用 

子育て推進

課子育て推

進担当の担

当主幹又は

担当副主幹 

１ 

津市社会

福祉事務

所長之印こ

を 

に 

津市社会

福祉事務

所長之印子

」 

「 

「 



 れい書 方 18 津市社会福

祉事務所長

の権限に関

する事項の

うち、こど

も支援課の

課長専決事

項、印影印

刷用及び電

子公印用

こども支援

課こども支

援担当の担

当主幹又は

担当副主幹 

１ 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

津市社会

福祉事務

所長之印こ

」 



 津市物品会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１６号 

   津市物品会計規則の一部を改正する規則 

 津市物品会計規則（平成１８年津市規則第４３号）の一部を次のように改正

する。 

 第６条第２項第１号中「こども家庭課長」を「子育て推進課長」に改め、同

項第２号中「こども家庭課」を「子育て推進課」に改め、同項第３号及び同条

第３項中「こども家庭課長」を「子育て推進課長」に改める。 

 別表契約事務代行物品表の表１ 物品の購入及び修理の項第１０号中「児童

福祉施設」を「保育所」に、「こども家庭課長」を「子育て推進課長」に改め

る。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



 津市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  平成２６年３月２８日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第１７号

   津市会計規則の一部を改正する規則

 津市会計規則（平成１８年津市規則第４２号）の一部を次のように改正する。

第１１条第３項中「発行の日から」を「発行の日の翌日から起算して」に改

める。

別表第１中

「

健康福祉部 福祉政策課

こども家庭課

高齢福祉課

障がい福祉課

援護課

介護保険課

保険医療助成課

健康づくり課

地域医療推進室

                                  」

を

「

健康福祉部 福祉政策課

子育て推進課

こども支援課

高齢福祉課

障がい福祉課

援護課

介護保険課

保険医療助成課

室長



健康づくり課

地域医療推進室

                                  」

に改める。

附 則

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

室長



津市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１８号 

   津市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則 

 津市消防本部の組織に関する規則（平成１８年津市規則第２１７号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条第４項を削る。 

別表第１通信司令課の項中「通信司令課」を「通信指令課」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



津市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

                    津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１９号 

   津市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 津市消防団の組織等に関する規則（平成１８年津市規則第２２４号）の一部

を次のように改正する。 

 別表安濃の項中 

を

に 

」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

第１分団 
川西（岡南、村主及び井上に限る）、神田、田端上野、

東観音寺 

第２分団 
安濃、内多、太田、清水、曽根、野口、戸島、大塚、荒

木、粟加 

第３分団 
草生、安部、中川、川西（岡南、村主及び井上を除く。）

神山、前野、光明寺、今徳、妙法寺、浄土寺、連部 

草生分団 草生、安部、中川 

村主分団 
川西、神田、南神山、前野、光明寺、今徳、妙法寺、浄

土寺、連部 

安濃分団 安濃、内多、太田、清水、曽根 

明合分団 野口、戸島、大塚、荒木、粟加、田端上野、東観音寺 

「 

」 

「 



 津市職員の職名に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２０号 

   津市職員の職名に関する規則の一部を改正する規則 

 津市職員の職名に関する規則（平成１８年津市規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表児童指導員の項中「〃」を「事務職員等」に改め、同表保健師の項中

「〃」を「技術職員」に改め、同表栄養士の項の次に次のように加える。 

言語聴覚士 技術職員 

言語聴覚士の免許を有し、音声機能、言語機能

又は聴覚に障害のある者に対し、言語訓練その

他の訓練に必要な検査及び助言、指導等を行う

職員の職務 

   附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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津市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則をここに公布す

る。

 平成２６年３月２８日

                     津市長 前 葉 泰 幸

津市規則第２１号

津市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

（趣旨） 

第１条 この規則は、津市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平

成２６年津市条例第１号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、

条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（許可の申請） 

第２条 条例第２条第１項の規定による許可を受け、又は当該許可事項を変更

しようとする者は、風致地区内行為（行為変更）許可申請書（第１号様式）

に設計書（第２号様式）を添えて市長に提出しなければならない。

（許可）

第３条 市長は、前条の規定による申請により許可したときは、風致地区内行

為（行為変更）許可書（第３号様式）を交付するものとする。

（協議の手続等） 

第４条 条例第３条の規定による協議は、風致地区内行為（行為変更）協議申

請書（第４号様式）に設計書を添えて行わなければならない。 

２ 条例第３条の規則で定める公社等は、次に掲げるものとする。

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

 独立行政法人労働者健康福祉機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人国立病院機構

 独立行政法人都市再生機構

 三重県道路公社

 三重県土地開発公社

 津市土地開発公社
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 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

（通知の手続）

第５条 条例第４条の規定による通知は、風致地区内行為（行為変更）通知書

（第５号様式）に設計書を添えて行わなければならない。

（標示板）

第６条 条例第２条第２項の規定により標示板の掲示を義務付けられた者が掲

示すべき標示板は、風致地区内行為許可標識（第６号様式）とする。

（立入検査の身分証明書）

第７条 条例第７条第２項の規則で定める身分を示す証明書は、風致地区立入

検査員証（第７号様式）とする。

（書類の提出部数）

第８条 この規則の規定に基づき市長に提出する書類の部数は、第２条及び第

４条の規定により提出する場合にあっては正本１部及び副本１部とし、第５

条の規定により提出する場合にあっては正本１部とする。

附 則

１ この規則は、平成２６年７月１日から施行する。

２ この規則の施行の日の前日までに、三重県風致地区内における建築等の規

制に関する条例施行規則（昭和４５年三重県規則第３１号）の規定によりな

された処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。



第１号様式（第２条関係） 

風致地区内行為（行為変更）許可申請書 

年   月   日    

（宛先）津市長 

（〒        ）  

住  所  

申請者  氏  名  

電  話  

津市風致地区内における建築等の規制に関する条例第２条の規定による 

 許 可 を 受 け た い 

許可を受けた事項を変更したい 

行 為 の 種 類

建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転 

建築物その他工作物の色彩の変更 

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 

水面の埋立て又は干拓 

木竹の伐採 

土石の類の採取 

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 

行 為 の 目 的

又 は 理 由

行 為 地 の

地 貌

行 為 地 の

所 在 地
 行 為 の 期 間

着手予定 年  月  日  

完了予定 年  月  日  

行為地の地目 田  畑   宅地   山林   原野   その他(       ) 

設 計 者
住所又は

所 在 地

氏名又は名称及び

代表者氏名 
電話  

工 事 施 行 者
住所又は

所 在 地

氏名又は名称及び

代表者氏名 
電話  

代 理 者
住所又は

所 在 地

氏名又は名称及び

代表者氏名 
電話  

備考  

１  「行為の種類」及び「行為地の地目」欄は、該当事項に○印を付けること。 

２  「行為の目的又は理由」欄は、具体的に分かりやすく記入すること。 

３  「行為地の地貌」欄は、傾斜、平坦、林地、伐採跡地等の別及び立木竹、工

作物等の有無を記入すること。 

４  代理者によって申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証

する書類を添付すること。 

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所在
地、名称及び代表者の氏名 

印  

ので、次のとおり申請します。 



第２号様式（第２条、第４条、第５条関係） 

設       計       書  

その１（建築物の新築、改築、増築又は移転の場合） 

種 別 細 目
申請の

部分 

既存の

部分 
合計  構 造 階 数

仮設の

建築物 

地下に

設ける

建築物 

その他

の建築

物 

新

築

改

築

増

築

移

転

敷 地 面 積
(A) 

㎡
木    造  

鉄  骨  造  

コンクリートブロック造

鉄筋コンクリート造 

そ  の  他 (   ) 

地上  

階

地下  

階

建 築 面 積
㎡ ㎡

(B) 

㎡

建ぺい率(B)／(A)

( 4 0 ％ 以 下 ) ％

地 下 占 用 面 積
㎡ ㎡ ㎡

屋 根 ( 材 質 等 、 色 彩 )

床面積の合計
㎡ ㎡ ㎡

最 高 の 高 さ

( 1 5 ｍ 以 下 ) ｍ ｍ ｍ

外 壁 ( 仕 上 げ 、 色 彩 )

壁

面

線

後

退

距

離

道 路 側

(2ｍ以上) ｍ ｍ 隣 接 地 の 現 況

そ の 他

(1ｍ以上) ｍ ｍ

備考 

１  「種別」及び「構造」欄は、該当事項に○印を付けること。この場合におい

て、「その他」に○印を付けた場合には、括弧内に事項を具体的に記入するこ

と。 

２  「床面積の合計」欄は、当該敷地内にある建築物の延床面積の合計を記入す

ること。 

３  「壁面線後退距離」欄は、道路境界線又は隣地境界線から外壁面までの最短

部分の距離を記入すること。 

４  「隣接地の現況」欄は、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の

工作物の有無を記入すること。 

５  添付図書 

  付近見取図（縮尺2,500分の 1の都市計画基本図に当該敷地の位置を明示し

たもの） 

 配置図（縮尺 50分の 1から 500分の 1までの範囲内のもので、方位及び周辺

の状況を明示したもの） 

 各階平面図（縮尺50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもの） 

 求積図（敷地面積、建築面積、床面積の求積に必要な寸法及び算式を明示

したもの） 

 各面立面図（縮尺50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、２面以上

の最高の高さ、色彩（マンセル値）等を記入し着色したもの） 

 植栽計画図（植栽の位置を明示し、樹種、本数、高さ及び植栽量の計算を

明示したもの） 

 現況写真（行為地及びその周辺の状況がよく分かるもので、２方向以上か

ら撮影したもの） 



その２（工作物（建築物を除く。）の新築、改築、増築又は移転の場合） 

種 別
最 高 の 高 さ 構 造 の 概 要

（ 材 質 等 ）申請の部分 既存の部分 

仮設の工作物 

地下に設ける工

作物 

その他の工作物 

( )

新
築

改
築

増
築

移
転

     ｍ       ｍ  

隣 接 地 の 現 況
意 匠 の 概 要

（  色  彩  、  仕  上  げ  等  ）

備考  

１  「種別」欄は、該当事項に○印を付け、その他の工作物の場合は、括弧内に

広告塔、擁壁、鉄塔、塀など工作物の具体的な名称を記入すること。 

２  「隣接地の現況」欄は、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の

工作物の有無を記入すること。 

３  添付図書 

 付近見取図（縮尺2,500分の 1の都市計画基本図に当該敷地の位置を明示し

たもの） 

 配置図（縮尺 50分の 1から 500分の 1までの範囲内のもので、方位及び周辺

の状況を明示したもの） 

 立面図（縮尺 50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、２面以上の最

高の高さ、色彩（マンセル値）等を記入し着色したもの） 

 現況写真（行為地及びその周辺の状況がよく分かるもので、２方向以上か

ら撮影したもの） 



その３（建築物その他工作物の色彩の変更の場合） 

種 別
色 彩 変 更

部 位

色 彩 変 更

面 積

 仕 様  

変 更 前 変 更 後

材 質 等 色 彩 材 質 等 色 彩

建 築 物

工 作 物

( )

屋 根 ㎡

外 壁 ㎡

塀 ㎡

広 告 板

広 告 塔 ㎡

そ の 他

( ) ㎡

隣 接 地 の 現 況 

備考  

１  「種別」欄は、該当事項に○印を付けること。この場合において、「工作物」

に○印を付けた場合には、括弧内に具体的な名称を記入すること。 

２  「色彩変更部位」欄は、色彩の変更がある部位に○印を付け、「色彩変更面積」

欄に面積を記入すること。この場合において、「その他」に○印を付けた場合

には、括弧内に部位を具体的に記入すること。 

３  「隣接地の現況」欄は、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の

工作物の有無を記入すること。 

４  添付図書 

 付近見取図（縮尺2,500分の 1の都市計画基本図に当該敷地の位置を明示し

たもの） 

 配置図（縮尺 50分の 1から 500分の 1までの範囲内のもので、方位及び周辺

の状況を明示したもの） 

 立面図（縮尺 50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、２面以上の最

高の高さ、色彩（マンセル値）等を記入し着色したもの） 

 現況写真（行為地及びその周辺の状況がよく分かるもので、２方向以上か

ら撮影したもの） 



その４（宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更の場合） 

種 別  細 目   隣 接 地 の 現 況  

宅 地 の

造成 

土 地 の

開墾 

その他 

行 為 面 積

(A)    

㎡

木 竹 の 保 全 又 は
植 栽 が 行 わ れ る
面積 

(B)    

㎡

 跡 地 の 処 理 方 法  

緑 地 率 (B )／ (A )
( 1 0 ％ 以 上 )

％
行為地及びその周辺の土地の区域における木竹

の生育に支障を及ぼすおそれの少ない理由

生 ず る 法
の り

面 の
最 高 の 高 さ ｍ

備考 

１  「種別」欄は、該当事項に○印を付けること。 

２  「隣接地の現況」欄は、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の

工作物の有無を記入すること。 

３  「跡地の処理方法」欄は、裸地、砂利舗装、埋戻し等のように処理の方法

を具体的に記入するとともに、法
の り

面がある場合には、法
の り

面についても芝付け、

コンクリートブロック擁壁、放置等のように具体的に記入すること。 

４  添付図書 

 付近見取図（縮尺2,500分の 1の都市計画基本図に当該敷地の位置を明示し

たもの） 

 計画平面図（縮尺 50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、方位及び

周辺の状況を明示したもの） 

 縦横断面図（縮尺50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、生ずる法
の り

面

の最高の高さを明示したもの） 

 求積図（面積の求積に必要な寸法及び算式を明示したもの） 

 植栽計画図（植栽の位置を明示し、樹種、本数、高さ及び植栽量の計算を

明示したもの） 

 現況写真（行為地及びその周辺の状況がよく分かるもので、２方向以上か

ら撮影したもの） 



その５（水面の埋立て又は干拓の場合） 

 細 目   隣 接 地 の 現 況  

水 面 面 積

㎡

植 栽 等 に よ る 修 景 措 置  

埋立て又は
干 拓 面 積

㎡

跡 地 の 処 理 方 法  

行為地及びその周辺の土地の区域における木竹の

生 育 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の 少 な い 理 由

備考 

１  「隣接地の現況」欄は、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の

工作物の有無を記入すること。 

２  「跡地の処理方法」欄は、裸地、砂利舗装、埋戻し等のように処理の方法を

具体的に記入するとともに、法
の り

面がある場合には、法
の り

面についても芝付け、コ

ンクリートブロック擁壁、放置等のように具体的に記入すること。 

３  添付図書 

 付近見取図（縮尺2,500分の 1の都市計画基本図に当該敷地の位置を明示し

たもの） 

 計画平面図（縮尺 50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、方位及び

周辺の状況を明示したもの） 

 縦横断面図（縮尺50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、生ずる法
の り

面

の最高の高さを明示したもの） 

 求積図（面積の求積に必要な寸法及び算式を明示したもの） 

 植栽計画図（植栽の位置を明示し、樹種、本数、高さ及び植栽量の計算を

明示したもの） 

 現況写真（行為地及びその周辺の状況がよく分かるもので、２方向以上か

ら撮影したもの） 



その６（木竹の伐採の場合） 

 行 為 の 種 別  

木 竹 の 種 別

針葉樹林 

広葉樹林 

針広混合樹林 

竹林  

その他(               ) 

建築物その他の工

作物の新築、改築、

増築若しくは移転

又は土地の形質の

変更に係る行為を

するために必要な

最少限度の木竹の

伐採 

森林の伐採 

伐採の成林が確実

であると認められ

る森林の皆伐で、

伐採区域の面積が

1ha以下のもの 

森林である土地の

区域外における木

竹の伐採 

伐 採 区 域 面 積

㎡

伐 採 量

伐 採 方 法

皆伐 

拓伐      ％  

その他(               ) 

隣 接 地 の 現 況

跡地の処理方法

備考 

１  「行為の種別」、「木竹の種別」及び「伐採方法」欄は、該当事項に○印を付

け、択伐の率は、伐採区域における択伐量（樹冠面積）の割合を記入すること。 

２  「隣接地の現況」欄は、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の

工作物の有無を記入すること。 

３  「跡地の処理方法」欄は、植栽、放置等の別を記入するとともに、法
の り

面があ

る場合には、法
の り

面についても芝付け、コンクリートブロック擁壁、放置等のよ

うに具体的に記入すること。 

４  添付図書 

 付近見取図（縮尺2,500分の 1の都市計画基本図に当該敷地の位置を明示し

たもの） 

 計画平面図（縮尺 50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、方位及び

周辺の状況を明示したもの） 

 求積図（面積の求積に必要な寸法及び算式を明示したもの） 

 現況写真（行為地及びその周辺の状況がよく分かるもので、２方向以上か

ら撮影したもの） 



その７（土石の類の採取の場合） 

 細 目  隣 接 地 の 現 況

採 取 区 域 面 積
㎡

採 取 量

採 取 方 法

露 天  堀  

そ  の  他  

(     ) 跡 地 の 処 理 方 法

採取土石類の種類

採取によって生ずる

法
のり

面の最高の高さ 
ｍ

備考 

１  「隣接地の現況」欄は、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の

工作物の有無を記入すること。 

２  「跡地の処理方法」欄には、裸地、砂利舗装、埋戻し等のように処理の方法

を具体的に記入するとともに、法
の り

面がある場合には、法
の り

面についても芝付け、

コンクリートブロック擁壁、放置等のように具体的に記入すること。 

３  添付図書 

 付近見取図（縮尺2,500分の 1の都市計画基本図に当該敷地の位置を明示し

たもの） 

 計画平面図（縮尺 50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、方位及び

周辺の状況を明示したもの） 

 縦横断面図（縮尺50分の 1から 300分の 1までの範囲内のもので、生ずる法
の り

面

の最高の高さを明示したもの） 

 求積図（面積の求積に必要な寸法及び算式を明示したもの） 

 植栽計画図（植栽の位置を明示し、樹種、本数、高さ及び植栽量の計算を

明示したもの） 

 現況写真（行為地及びその周辺の状況がよく分かるもので、２方向以上か

ら撮影したもの） 



その８（屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積） 

 種 別  堆 積 面 積 ㎡

土 石 

廃棄物 

（ ）

再生資源 

（ ）

堆 積 物 の 高 さ
ｍ

隣 接 地 の 現 況

植 栽 等 に よ る

修 景 措 置

備考 

１  「種別」欄は、該当事項に○印を付けること。この場合において、「廃棄物」

又は「再生資源」に○印を付けた場合には、括弧内に具体的な品目を記入する

こと。 

２  「堆積面積」欄は、堆積物の水平投影面積の合計を記入すること。 

３  「堆積物の高さ」欄は、堆積物の最高の高さを記入すること。 

４  「隣接地の現況」欄は、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の 

工作物の有無を記入すること。 

５  「植栽等による修景措置」欄は、具体的な修景方法を記入すること。 

６  添付図書 

 付近見取図（縮尺2,500分の 1の都市計画基本図に当該敷地の位置を明示し

たもの） 

 配置図（縮尺 50分の 1から 500分の 1までの範囲内のもので、方位及び周辺

の状況を明示したもの） 

 求積図（敷地面積、建築面積及び床面積の求積に必要な寸法及び算式を明

示したもの） 

 立面図（縮尺50分の1から 300分の 1までの範囲内のもので、2面以上の最高

の高さ、色彩（マンセル値）等を記入し着色したもの） 

 植栽計画図（植栽の位置を明示し、樹種、本数、高さ及び植栽量の計算を

明示したもの） 

 現況写真（行為地及びその周辺の状況がよく分かるもので、２方向以上か

ら撮影したもの） 



第３号様式（第３条関係） 

風致地区内行為（行為変更）許可書 

津市指令（記号番号）  

年   月   日   

（氏    名）  様  

津市長  （氏   名）     

年   月   日付けで申請のあった     については、津市風致地

区内における建築等の規制に関する条例第２条第１項の規定により、次のとお

り許可します。 

１  行為地     

２  行為の種類      

３  許可の条件 

印



第４号様式（第４条関係） 

風致地区内行為（行為変更）協議申請書 

年   月   日    

（宛先）津市長 

（〒        ）  

所在地  

申請者  名  称  

代表者氏名 

電  話  

津市風致地区内における建築等の規制に関する条例第３条の規定により、次のと

おり協議申請します。 

行 為 の 所 在 地

行 為 の 期 間     年   月   日から    年   月   日まで 

行 為 地 の 地 目 田  畑   宅地   山林   原野   その他 (       ) 

行 為 の 種 類

行 為 の 内 容

備考 

１  「行為地の地目」欄は、該当する地目に○印を付けること。この場合におい

て、「その他」に○印を付けた場合には、括弧内に具体的な名称を記入するこ

と。 

２  「行為の内容」欄は、津市風致地区内における建築等の規制に関する条例施

行規則第２条に規定する設計書の例により記入すること。 

印  



第５号様式（第５条関係） 

風致地区内行為（行為変更）通知書 

年   月   日    

（宛先）津市長 

（〒        ）  

所在地  

通知者  名  称  

代表者氏名 

電  話  

  津市風致地区内における建築等の規制に関する条例第４条の規定により、次のと

おり通知します。 

行 為 の 所 在 地

行 為 の 期 間     年   月   日から    年   月   日まで 

行 為 地 の 地 目 田  畑   宅地   山林   原野   その他 (       ) 

行 為 の 種 類

行 為 の 内 容

備考 

１  「行為地の地目」欄は、該当する地目に○印を付けること。この場合におい

て、「その他」に○印を付けた場合には、括弧内に具体的な名称を記入するこ

と。 

２  「行為の内容」欄は、津市風致地区内における建築等の規制に関する条例施

行規則第２条に規定する設計書の例により記入すること。 

印  



第６号様式（第６条関係） 

風致地区内行為許可標識 

許可年月日     年   月   日  

許可番号    津市指令（記号番号） 

行為の期間     年   月   日から  

          年   月   日まで  

許可事項 

8
0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

以
上

 

許可を受けた者の住所(所

在地)及び氏名(名称及び代

表者氏名) 電話 

工事施行者住所(所在地)及

び氏名(名称及び代表者氏

名) 電話 

90センチメートル以上 



第７号様式（第７条関係） 

（表） 

第    号  

風致地区立入検査員証 

所  属  

職  名  

氏  名  

           上記の者は、津市風致地区内における

建築等の規制に関する条例第７条第１項

の立入検査をすることができる職員であ

ることを証する。 

年   月   日  

津市長 （氏     名）  印  

6
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

 
 

 

8.5センチメートル 

（裏） 

津市風致地区内における建築等の規制に関する条例（抜粋） 

（立入検査） 

第７条  市長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の

規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該

土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は

当該土地において行われている工事等の状況を検査すること

ができる。 

２  前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、規

則で定める身分を示す証明書を携帯しなければならない。 

３  前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、

これを提示しなければならない。 

４  第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解してはならない。 

（写真） 

縦 3cm× 

横 2.5cm 



津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２２号 

津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（平成１８年津市規則第３２号） 

の一部を次のように改正する。 

別表条例第４条に規定する手当の項中「、クリーンセンターおおたか及び河

芸美化センター」を「及びクリーンセンターおおたか」に改め、同表条例第１ 

２条に規定する手当の項中「、地域情報センター」及び「、河芸美化センター」 

を削る。 

附 則 

この規則中別表条例第４条に規定する手当の項の改正規定及び同表条例第１

２条に規定する手当の項の改正規定（「、河芸美化センター」を削る部分に限

る。）は平成２６年４月１日から、その他の改正規定は同年７月１日から施行

する。 



津市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２３号 

津市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

津市職員の通勤手当の支給に関する規則（平成１８年津市規則第３１号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「地域情報センター」を「支所、出張所」に改める。 

附 則 

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 



 津市消防法等施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。

 平成２６年３月２８日

津市長 前 葉 泰 幸

津市規則第２４号

津市消防法等施行取扱規則の一部を改正する規則

 津市消防法等施行取扱規則（平成１８年津市規則第２２９号）の一部を次の

ように改正する。

 第３条中「読み替えて」を削り、「第８条の２第４項」を「第８条の２第７

項」に改める。

   附 則

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。



 津市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第２５号 

   津市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市市税条例施行規則（平成１８年津市規則第３８号）の一部を次のように

改正する。 

 第１０条中「特別徴収義務者」の次に「（以下この条において「納税者等」

という。）」を加え、「やむを得ない事由があると認める」を「次の各号のい

ずれかに該当する」に改め、同条に次の各号及び１項を加える。

 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難

により著しい損失（保険金、損害賠償金等により補 されたものを除く。）

を受けた場合

 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、

多額の医療費その他の経費（保険金、損害賠償金等により補 された経費

を除く。）を要した場合

 納税者等が失職し、又はその事業を廃止し、若しくは休止した場合で、

やむを得ない事由があると認められるとき。

 納税者等がその事業につき著しい損失を受けた場合で、やむを得ない事

由があると認められるとき。

 納税者等が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による扶助

を受けたとき。

 納税者等が破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産手続開

始の決定を受けた場合で、やむを得ない事由があると認められるとき。

 納税者等の相続人が限定承認又は相続放棄をし、相続財産管理人が選任

された場合で、配当原資がないと認められるとき。

 納税者等が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生

手続開始の決定を受けた場合又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

の規定により更生手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事由があ

ると認められるとき。

 納税者等が身体の拘束を受けたため、税金及び納入金を納付又は納入す



ることができなくなった場合

 納税者等が税金の納付又は納入金の納入の告知があったことを知ること

ができない正当な事由がある場合で、やむを得ないと認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

２ 市長は、延滞金の減免の申請を受理した場合においては、遅滞なく決定し

て申請者に通知しなければならない。

第１２条の表を次のように改める。

市民税を減免する必要があると認め

られる者 

左記の者が納付すべき市民税額に対

して減免する税額 

１ 貧困により生活保護法の規定に

よる生活扶助を受ける者 

当該事由が発生した日以後の納期に

係る納付額の全額 

２ 所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２条第１項第３２号に規

定する勤労学生で前年中の所得が

同法の規定による所得の９割未満

の者 

均等割額の全額 

３ 生活保護法の規定による生活扶

助以外の扶助を受ける者で、納税

が著しく困難であると認められる

（徴収猶予又は納期限の延長によ

ってもなお納税が困難で担税力に

欠けると認められる状態をいう。

以下この表において同じ。）もの

納付額の１０割以内の額 

４ 本人の意思に反する失業（定年

退職又は雇用期間の満了による失

職を除く。）及びこれに準ずる状

態（以下「失業等」という。）で

ある者で、納税が著しく困難であ

ると認められるもののうち次に該

当する者 

ア 賦課期日現在から引き続き失

業等の状態にある者 

納付額の１０割以内の額 



イ 賦課期日の翌日以後において

失業等をし、３箇月以上引き続

きその状態にある者 

当該事由が発生した日以後の納期に

係る納付額の１０割以内の額 

５ 疾病（扶養親族の疾病を含む。）

により納税が著しく困難であると

認められる者 

当該事由が発生した日以後の納期に

係る納付額の１０割以内の額 

６ 当該年の合計所得金額の見積額

が前年の合計所得金額の３分の１

以上減少し、納税が著しく困難で

あると認められる者（前年中の合

計所得金額が２５０万円を超える

者を除く。） 

所得割額の７割以内の額 

７ 賦課期日以後に納税義務者が死

亡し、相続人において納税が著し

く困難であると認められる者 

当該事由が発生した日以後の納期に

係る納付額の１０割以内の額 

８ 災害により次の事由に該当する

こととなった者 

当該事由が発生した日以後の納期に

係る納付額の全額 

ア 死亡した場合  

イ 所得税法第２条第１項第２８

号に規定する障害者となった場

合 

ウ 重傷を受けた場合  

９ 災害により自己（納税義務者の

法第２９２条第１項第７号に規定

する控除対象配偶者又は同項第８

号に規定する扶養親族を含む。）

の所有に係る住宅又は家財につい

て生じた損害金額（保険金、損害

賠償金等により、補 された金額

を除く。）がその価格の３割以上

であると認められる者で次に該当

するもの 

当該事由が発生した日以後の納期に

係る納付額のうち次に該当する額 

ア 前年中の合計所得金額が５０ (ｱ) 損害金額が３割以上５割未満の



０万円以下であった者 ときは、納付額の５割の額 

(ｲ) 損害金額が５割以上のときは、

納付額の全額 

イ 前年中の合計所得金額が５０

０万円を超え７５０万円以下で

あった者 

(ｱ) 損害金額が３割以上５割未満の

ときは、納付額の２ . ５割の額 

(ｲ) 損害金額が５割以上のときは、

納付額の５割の額 

ウ 前年中の合計所得金額が７５

０万円を超え１，０００万円以

下であった者 

(ｱ) 損害金額が３割以上５割未満の

ときは、納付額の１ . ２５割の額 

(ｲ) 損害金額が５割以上のときは、

納付額の２ . ５割の額 

10 公益社団法人及び公益財団法人、

一般社団法人（非営利型法人（法

人税法（昭和４０年法律第３４号）

第２条第９号の２に規定する非営

利型法人をいう。以下同じ。）に

該当するものに限る。）及び一般

財団法人（非営利型法人に該当す

るものに限る。）並びに特例社団

法人及び特例財団法人（収益事業

を併せて行うものを除く。）で均

等割のみ課せられるもの又は清算

中及び休業中の法人で特に必要と

認めるもの 

均等割額の全額 

11 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２６０条の２第７項に

規定する認可地縁団体（収益事業

を併せて行うものを除く。）で均

等割のみ課せられるもの 

均等割額の全額 

12 特定非営利活動促進法（平成１

０年法律第７号）第２条第２項に

規定する特定非営利活動法人（収

益事業を併せて行うものを除く。）

均等割額の全額 



で均等割のみ課せられるもの 

13 前各号に定めるもののほか、公

益上その他の事由により市長が特

に必要があると認めるもの 

前各号に準ずる額 

第１３条の表中「（保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。）」

を削る。

別記中

３２ 延滞金減免申請書 第１０条  を

３２ 延滞金減免申請書 第１０条

 に、３２の２
延滞金減免承認（却下）通

知書
第１０条

３２の３ 延滞金減免取消通知書 第１０条

「納税管理人申告書」を「納税管理人申告書・承認申請書」に改める。

第３２号様式の次に次の２様式を加える。

「

」

「

」



第３２号様式の２（第２１条関係） 

延滞金減免承認（却下）通知書 

津市指令（記号番号）   

 年   月    日   

（氏   名） 様 

津市長 （氏   名） 印   

    年  月  日付けで申請のありました（名  称）税に係る延滞金の減免に

ついては、次のとおり    しましたので通知します。 

延

滞

金

の

内

訳

税目 年度 

延滞金の未納額 

Ａ 

減免する額 

Ｂ 

納付すべき 

延滞金の額 

Ａ－Ｂ 

備考 

 円 円 円

合 計 

承認 

     の理由 

却下 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

また、異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内

に、津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、この訴えは、前記の異議申立てに対する決定を受けた後でなければ提起す

ることができないこととされていますが、行政事件訴訟法第８条第２項各号のいず

れかに該当するときは、決定を経ないで、訴えを提起することができます。 

承認 

却下 



第３２号様式の３（第２１条関係） 

延滞金減免取消通知書 

津市指令（記号番号） 

  年  月  日 

（氏   名） 様 

津市長 （氏    名） 印 

     年  月  日付けで減免を承認したあなたの延滞金については、次のとお

り減免を取り消しましたから通知します。なお、納付すべき延滞金については、至急納

めてください。 

延
滞
金
の
内
訳

税目 年度 

延滞金の未納額 

Ａ 

今回取消決定を

した延滞金の額 

Ｂ 

納付すべき 

延滞金の合計 

Ａ＋Ｂ 

備 考 

  円 円 円

合 計 

取消しの理由 

納付期日   年  月  日 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

また、異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内

に、津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、この訴えは、前記の異議申立てに対する決定を受けた後でなければ提起す

ることができないこととされていますが、行政事件訴訟法第８条第２項各号のいず

れかに該当するときは、決定を経ないで、訴えを提起することができます。 



 第３６号様式その１中

 第３９号様式を次のように改める。

を

′本人分のみ

′世帯全員分

※原則として、必要な年度の初日の属する

 年の１月１日に本市の住民基本台帳に記

 録されている者

に改める。

「

「

」

」

′本人分のみ

′世帯全員分



第３９号様式（第２１条関係） 

納 税 管 理 人 申 告 書 ・ 承 認 申 請 書 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

納税義務者
住所（所在地）

氏名（名 称）
印  

  次のとおり納税管理人を

定 め ま し た

変更しました

廃止しました

ので 
申告 

申請 
します。 

納税管理人 

住 所 （電話   ）

氏 名 

承 認 書 

 納税義務者（氏 名）の納税管理人となることを承認します。 

      年  月  日 

氏 名        印  

※納税管理人が市内に住所を有する場合は、申告書に○をしてください。納税管理人が市外に住所を有する場合

は、承認申請書に○をしてください。 



 第５４号様式を次のように改める。



第５４号様式（第２１条関係） 

年度

市民税 

      減免申請書 

県民税 
年  月  日

 （宛先）津市長 

納税者 住 所  

氏 名                ○印  

 市民税・県民税の減免を受けたいので、次のとおり申請します。なお、減免申請に伴う申告内容について、

私及び私と生計を一にする親族等の資産及び収入の状況を各関係機関へ調査されることに同意します。 

減免を受けようとす

る期（月）別 

普通徴収 給与特別徴収 年金特別徴収 

期分 

期分 

月分 

月分 

月分 

月分 

徴 収 区 分 区 分 年 税 額 第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 随 時

普 通 徴 収
当 初

課 税 額

徴 収 区 分 区 分 年   税   額 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11 月 

給 与 か ら の

特 別 徴 収

当 初

課 税 額
12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 

徴 収 区 分 区 分 年   税   額 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月 

公的年金から

の 特 別 徴 収

当 初

課 税 額

減免を受けようとする理由（なるべく詳細に記入すること。） 

～ ～～



生活状況の明細について（収入状況） 

続柄 氏 名 年齢 
申請月の前月までの収入

申請月以降の収入 

（見込額） 収入総額 

（見込額） 
種類 金  額 種類 金  額 

世帯主 歳 円

合    計 円

公的・私的扶助の内容 

資産等の状況 

現 金 円

預貯金 

区分 名義人 金融機関名 支店名等 預入金額 残 高 

普通

預金

    円

定期

預金

有価 

証券等 

銘 柄 等 単 価 数 量 価 額 

   円

不動産 

の有無 

居 住 用 有 ・ 無 

居住用以外 有 ・ 無 

※減免を受けようとする事由を証明する書類（雇用保険受給資格者証、預金通帳の写しなど）を必ず

添付してください。 



   附 則

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。



津市景観規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成２６年３月２８日 

                     津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２６号 

   津市景観規則の一部を改正する規則 

 津市景観規則（平成２５年津市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条を第２８条とする。 

 第１４条中「第１２条」を「第１６条」に、「第８号様式」を「第１０号様

式」に改め、同条を第１６条とし、同条の次に次の１１条を加える。 

（完了届等） 

第１７条 条例第１７条の規定による届出は、景観計画区域内における行為の

完了（中止）届出書（第１１号様式）に完了又は中止後の状況を示す写真を

添付して行うものとする。 

 （景観重要建造物等の指定の手続） 

第１８条 条例第１８条第２項に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木の

指定の手続は、次条から第２１条までに定めるところによる。 

 （景観重要建造物等の指定の提案の手続） 

第１９条 法第２０条第１項又は法第２９条第１項の規定による提案は、景観

重要建造物等指定提案書（第１２号様式）により行うものとする。 

 （景観重要建造物等の指定の通知） 

第２０条 法第２１条第１項又は法第３０条第１項の規定による通知は、景観

重要建造物等指定通知書（第１３号様式）により行うものとする。 

 （景観重要建造物等の指定の標識） 

第２１条 法第２１条第２項又は法第３０条第２項の規定により設置する標識

は、景観重要建造物等の指定の標識（第１４号様式）によるものとする。 

（景観重要建造物等の現状変更の許可の申請） 

第２２条 法第２２条第１項又は法第３１条第１項の規定による許可の申請は、

景観重要建造物等現状変更許可申請書（第１５号様式）により行うものとす

る。 

 （原状回復命令等） 

第２３条 法第２３条第１項（法第３２条第１項において準用する場合を含む。） 



の規定による原状回復命令等は、景観重要建造物等原状回復等命令書（第１

６号様式）により行うものとする。 

（景観重要建造物等の所有者の変更の届出） 

第２４条 法第４３条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出

書（第１７号様式）により行うものとする。 

 （景観重要建造物等の管理の方法の基準） 

第２５条 条例第２０条第１項第２号の規則で定める基準は、次に掲げる基準

とする。 

 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。 

 景観重要建造物の滅失を防ぐため、当該景観重要建造物の存する敷地、

当該景観重要建造物の構造及び当該景観重要建造物に係る建築設備の状況

を定期的に点検すること。 

 景観重要建造物が滅失又はき損するおそれがあると認めるときは、直ち

に当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講ずること。 

 法第１９条第１項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重

要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例

第２０条第２項各号に掲げる基準に準じて管理すること。 

 前各号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため

に必要な措置を講ずること。 

２ 条例第２０条第２項第３号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。 

 景観重要樹木が滅失又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに

当該景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。 

 前号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必

要な措置を講ずること。 

 （景観重要建造物の管理に関する命令等） 

第２６条 法第２６条又は法第３４条の規定による景観重要建造物等の管理に

関する命令は、管理に関する命令書（第１８号様式）により行うものとする。 

２ 法第２６条又は法第３４条の規定による景観重要建造物等の管理に関する

勧告は、管理に関する勧告書（第１９号様式）により行うものとする。 

 （景観重要建造物等の指定の解除の通知） 

第２７条 法第２７条第３項において準用する法第２１条第１項又は法第３５

条第３項において準用する法第３０条第１項の規定による通知は、景観重要

建造物等解除通知書（第２０号様式）により行うものとする。 



第１３条中「第７号様式」を「第９号様式」に改め、同条を第１５条とする。 

第１２条中「第６号様式」を「第８号様式」に改め、同条を第１４条とする。 

第１１条中「第９条第２項」を「第１３条第２項」に改め、同条を第１３条

とする。 

第１０条中「第５号様式」を「第７号様式」に改め、同条を第１２条とする。 

第９条中「第８条第１項」を「第１２条第１項」に、「第４号様式」を「第

６号様式」に改め、同条を第１１条とする。 

第８条中「第３号様式」を「第５号様式」に改め、同条を第１０条とする。 

第７条中「第２号様式」を「第４号様式」に改め、同条を第９条とする。 

第６条第１項中「第７条第５号」を「第１１条第５号」に改め、同条第２項

中「第７条第６号」を「第１１条第６号」に改め、同条を第８条とする。 

第５条第１項中「第７条第４号」を「第１１条第４号」に改め、同項に次の

１号を加える。 

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

第５条第２項中「第７条第４号」を「第１１条第４号」に改め、同項第１号

及び第２号中「１３メートル」を「１０メートル」に改め、同項第５号中「第

１０号まで」を「第１１号まで」に、「１３メートル」を「１０メートル」に

改め、同項第６号中「１３メートル」を「１０メートル」に改め、同項第７号

中「３，０００平方メートル」の次に「（重点地区（条例第７条に規定する重 

点地区をいう。以下この項において同じ。）にあっては、５００平方メートル）」 

を加え、同項第８号中「３，０００平方メートル」の次に「（重点地区にあっ

ては、５００平方メートル）」を加え、同条を第７条とする。 

第４条中「第７条第３号」を「第１１条第３号」に改め、同条第５号を削り、

同条を第６条とする。 

第３条第１項中「第６条第２項」を「第１０条第２項」に、「第１号様式」

を「第３号様式」に改め、同条第２項中「第６条第２項」を「第１０条第２項」

に改め、同項第３号中「第５条」を「第７条」に改め、同条を第５条とし、第

２条の次に次の２条を加える。 

（住民等による提案） 

第３条 法第１１条第１項又は第２項の規定による景観計画の変更の提案は、

景観計画提案書（第１号様式）により行うものとする。 

２ 前項の提案は、次に掲げる図書を添付して行うものとする。 

 景観行政団体及び景観計画に関する省令（平成１６年農林水産省、国土



交通省、環境省令第１号）第４条各号に掲げる図書 

 法第１１条第１項又は第２項の規定により景観計画の変更の提案ができ

るものであることを証する書類 

 前項の提案の対象となる土地の区域（以下「提案区域」という。）並び

に当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺２，５００

分の１以上のもの 

 提案区域内に存する土地の公図の写し、当該土地の所有者一覧表及び当

該土地の登記事項証明書 

 （計画提案を踏まえた景観計画の変更をしない場合の通知） 

第４条 法第１４条第１項の規定による通知は、景観計画提案に関する通知書

（第２号様式）により行うものとする。 

 第１号様式から第４号様式までを次のように改める。 



第１号様式 (第３条関係)  

景 観 計 画 提 案 書 

年   月   日   

  （宛先）津市長 

（〒        ）  

                   住  所                 

               提案者 氏  名                 

電  話  

景観法第１１条    の規定により、景観計画の変更について提案します。 

なお、提出書類について事実と相違ないことを申し添えます。 

提 案 を 行 う

景 観 計 画 の 名 称

提案を行う景観計画

の 対 象 と な る 土 地

の 所 在 地

備考 景観計画の変更の提案にあっては、津市景観規則第３条第２項各号に掲げる図書を添

付してください。 

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所
在地、名称及び代表者の氏名

印

第１項

第２項



別紙 

提  案  説  明  書  

景 観 計 画 の 素 案 

提案区域の良好な景観の形成に関する方針 

提案区域の良好な景観の形成のための行為の制限に

関する事項 

提案区域の制限等に関し届出を要する行為及び届出

等の適用を除外する行為に関する事項 

都 市 計 画 決 定 又 は 変 更 伴う       伴わない 

提 案 理 由 

提 案 に 係 る 区 域 の 面 積 
㎡

提 案 に 係 る 区 域 内 の 土 地 

所 有 者 等 の 総 数 名

提 案 に 係 る 区 域 内 の 土 地 

所 有 者 等 の 同 意 者 の 数 名

提 案 に 係 る 区 域 内 の 土 地 

の 総 地 積 等 

区域内の土地の

総  地   積  

区域内の借地権の 

目的となっている 

土 地 の 総 地 積 

合  計 

㎡ ㎡ ㎡

提案に係る区域内の同意者 

が 所 有 す る 土 地 の 地 積 等 

区域内の土地の

総  地   積  

区域内の借地権の 

目的となっている 

土 地 の 総 地 積 

合  計 

㎡ ㎡ ㎡



第２号様式 (第４条関係) 

景観計画提案に関する通知書 

（記  号  番  号）  

年   月   日   

（氏    名）  様  

津市長  （氏   名）      

年   月   日付けで提出のあった景観計画提案については、提案

を踏まえた景観計画の変更をしないこととなりましたので、景観法第１４条第

１項の規定により、次のとおり通知します。 

提 案 を 行 う 

景 観 計 画 の 名 称 

理 由  

印



第３号様式 (第５条関係)       

(表 ) 

景観計画区域内における行為の届出書 

年   月   日   

  （宛先）津市長 

（〒        ）  

                   住  所                 

               届出者 氏  名                 

電  話  

景観法第１６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

行

為

の

種

類

建築物等 

(1) 建 築 物 
ア 新 築  イ 増 築  ウ 改 築  エ 移 転  オ 外観の変更 カ色彩の変更 

用 途 （                           ） 

(2) 工 作 物 
ア 新 設  イ 増 築  ウ 改 築  エ 移 転  オ 外観の変更 カ色彩の変更 

種 類 （                          ） 

(3) 都市計画法第４条第１２

項に規定する開発行為 

 目  

 的  

(4) 土地の開墾、土石の採取、

鉱物の掘採その他の土地の形

質の変更 

(5)  屋外における土石、廃棄物、

再生資源その他の物件の堆積 

行  為  の  場  所  

行為の着手予定年月日   年  月  日 行為の完了予定年月日   年  月  日

連

絡

先

所 在 地 及 び

電 話 番 号

所在地 

電話番号（       ）    － 

名 称 及 び

担 当 者 名

名称                  担当者名 

※ 

受 

付 

欄 

※ 

処 

理 

欄 

                               (規格Ａ４) 

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所
在地、名称及び代表者の氏名

印



(裏 ) 

備考  

１ 行為の種類に応じて、別紙１、別紙２又は別紙３を添付してください。 

２ 景観法施行規則第１条第２項各号に掲げる図書を添付してください。 

３ 「届出者」は、建築主・施主の住所、氏名等を記入してください。 

４ 「行為の種類」欄は、該当する番号及び記号を○で囲んでください。また、建築物にあっ

ては用途（例：事務所、賃貸共同住宅、共同商業施設、工場、パチンコ店等）を、工作物に

あっては種類（例：煙突、鉄柱、高架水槽、アスファルトプラント等）を（ ）内に記入し

てください。 

５ 「連絡先」欄は、届出内容の照会先として、届出者以外の者（設計者、施工者等）を希望

する場合に記入してください。 

なお、届出者以外の者が、届出に係る照会に関する回答以外の手続を行う場合は、別途委

任状の提出が必要です。 

６ ※印の欄は、記入しないでください。 



別紙１       

(表 ) 

行為の内容（建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更又は色彩の変更） 

新

築

・

増

築

・

改

築

・

移

転

（
該
当
行
為
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
）

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷地面積 ㎡ ㎡ ㎡

建築面積 ㎡ ㎡ ㎡

延べ面積 （   階）      ㎡ （   階）      ㎡ （   階）      ㎡ 

高  さ ｍ ｍ ｍ

構  造   

外

部

仕

上

げ 

 届 出 部 分 既 存 部 分 

屋 

根 

色彩   

素材   

外 

壁 

色彩   

素材   

敷

地

の

緑

化 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

緑地面積 ㎡ ㎡ ㎡

樹 種 等    

外
観
の
変
更
（
修
繕
・
模
様
替
）・
色
彩
の
変
更

(対象建築物) 

・外 観 面 積 

      ㎡

・建 築 面 積 

      ㎡

・延 べ 面 積 

      ㎡

・高    さ 

      ｍ

・構    造 

 変更面積 変 更 後 変 更 前 

屋

根

色

彩

   ㎡

素

材

   ㎡

外

壁

色

彩

   ㎡

素

材

   ㎡

景観上配慮した事項

その他参考となる事

項 



(裏 ) 

備考 

  １ 各項目について、建築物の新築に該当する場合は、既存部分欄の記入は不要です。 

  ２ 「敷地面積」欄には、行為に係る敷地の水平投影面積を記入してください。 

  ３ 「建築面積」欄には、行為に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分

の水平投影面積を記入してください。 

  ４ 「延べ面積」欄には、行為に係る建築物の各階の床面積の合計を記入してください。（  ）

には、階層を記入してください。 

  ５ 「高さ」欄には、地盤面から当該建築物の上端までの高さを記入してください。 

また、増築又は改築によって高さが増加する場合は、既存部分欄に現在の高さを記入し、届

出部分欄に増築又は改築する部分の高さを記入してください。合計欄には、増築又は改築後の

高さを記入してください。 

  ６ 「構造」欄には、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。 

  ７ 「色彩」欄には、色調、色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を

記入してください。（マンセル表色系の記号の記入例：濃い茶色（5YR3/3）、淡い黄緑色

（2.5GY8/2）、薄いグレー（N7.5）、薄いアイボリー（5Y8/1.5）等） 

    また、複数の色彩を使用する場合は、「色彩」欄に「別紙のとおり」と記入し、立面図に各

色彩を使用する部分（屋根面及び壁面のサインを含む。）に、その色彩を使う面積、色調、色

相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を記入してください。 

  ８ 「素材」欄には、表面仕上げの素材等をできるだけ詳しく記入してください。（例：日本瓦

ぶき、着色鉄板瓦棒ぶき、アスファルト露出防水、押出し成形板下地アクリルリシン吹付、コ

ンクリート打放し、小口タイル張り等） 

  ９ 「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該建築物の建築等に当たって、特

に留意した事項等を記入してください。 

  10 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 



別紙２      

(表 ) 

  行為の内容（工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更又は色彩の変更）

工作物の種類 

（津市景観規則第７条第１項第    号該当） 

新

設

・

増

築

・

改

築

・

移

転

（
該
当
行
為
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
）

届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷地面積 ㎡ ㎡ ㎡

築造面積 ㎡ ㎡ ㎡

高  さ （    ）ｍ （    ）ｍ （    ）ｍ

構  造    

仕 

上 

げ 

 届 出 部 分 既 存 部 分 

色 彩   

素 材   

敷

地

の

緑

化 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

緑地面積 ㎡ ㎡ ㎡

樹 種 等    

外
観
の
変
更
（
修
繕
・
模
様
替
）・

色
彩
の
変
更

(対象工作物) 

・外 観 面 積 

       ㎡

・築 造 面 積 

       ㎡

・高  さ 

       ｍ

・構  造 

変 更 面 積 変 更 後 変 更 前 

色

彩 

㎡

素

材 

㎡

景観上配慮した事項

その他参考となる事項



(裏 ) 

備考 

  １ 各項目について、工作物の新設に該当する場合は、既存部分欄の記入は不要です。 

  ２ 「工作物の種類」欄には、工作物の具体的な名称（例えば、工場の煙突）等を記入してくだ

さい。（  ）には、津市景観規則第７条第１項に該当する規則の番号を記入してください。 

  ３ 「敷地面積」欄には、行為に係る敷地の水平投影面積を記入してください。 

  ４ 「築造面積」欄には、当該工作物の水平投影面積を記入してください。 

  ５ 「高さ」欄には、地盤面から当該工作物の上端までの高さを記入してください。また、建築

物と一体となって設置される工作物については、（ ）内に建築物の上端から当該工作物の上

端までの高さを記入してください。 

増築又は改築によって高さが増加する場合は、既存部分欄に現在の高さを記入し、届出部分

欄に増築又は改築する部分の高さを記入してください。合計欄には、増築又は改築後の高さを

記入してください。 

  ６ 「構造」欄には、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。 

  ７ 「色彩」欄には、色調、色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を

記入してください。（マンセル表色系の記号の記入例：濃い茶色（5YR3/3）、淡い黄緑色

（2.5GY8/2）、薄いグレー（N7.5）、薄いアイボリー（5Y8/1.5）等） 

    また、複数の色彩を使用する場合は、「色彩」欄に「別紙のとおり」と記入し、立面図に各

色彩を使用する部分（屋根面及び壁面のサインを含む。）に、その色彩を使う面積、色調、色

相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を記入してください。 

  ８ 「素材」欄には、表面仕上げの素材等をできるだけ詳しく記入してください。（例：ステン

レスヘアーライン仕上げ、鉄部溶融亜鉛メッキ仕上げ、御影石ジェットバーナー仕上げ、コン

クリート打放し、小口タイル張り等） 

  ９ 「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該工作物の建設等に当たって、特

に留意した事項等を記入してください。 

  10 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 



別紙３       

(表 ) 

  行為の内容（開発行為、土地の開墾・土石の採取・鉱物の掘採その他の土地の形質の変更又は屋外における土石・

廃棄物・再生資源その他の物件の堆積） 

開発行為、土地

の開墾その他

の土地の形質

の変更 

土地の面積 

       ㎡

変 更 後 の

土地の形状 

法
のり

面又は 

擁壁の規模 

高さ     ｍ

長さ     ｍ

勾配    :    

法
のり

面 等

の 外 観

緑化の方法

土石の採取・

鉱物の掘採 

土地の面積

       ㎡

採 取 又 は

掘 採 の

位置・方法

法
のり

面又は 

擁壁の規模 

高さ     ｍ

長さ     ｍ

勾配    :    

跡 地 の

緑 化 の

方 法 等

屋外における

土石・廃棄物・

再生資源その

他の物件の堆

積 

土地の面積

       ㎡
物件の種類

堆積又は貯蔵

の高さ 

高さ     ｍ

堆積 又 は

貯  蔵  の 

位置・方法 

遮 蔽 の

方      法 

景 観 上 配 慮 し た 事 項

その他参考となる事項



(裏 ) 

備考 

  １ 「開発行為、土地の開墾その他の土地の形質の変更」欄 

(1) 「変更後の土地の形状」欄には、変更後の土地の段差及び傾斜の状況等について記入し

てください。 

(2) 「法
のり

面等の外観」欄には、法
のり

面又は擁壁の勾配、擁壁の素材等について記入してくださ

い。 

(3) 「緑化の方法」欄には、緑化面積、樹種、緑化の工法、既存樹木の活用等について記入

してください。 

  ２ 「土石の採取・鉱物の掘採」欄 

(1) 「採取又は掘採の位置･方法」欄には、主要道路等の公共空間から行為地を目立ちにくく

するための位置及び方法について記入してください。 

(2) 「跡地の緑化の方法等」欄には、跡地の緑化面積、樹種、緑化の工法等及び法
のり

面の形状

や行為地の周囲の地形にあわせるための措置について記入してください。 

  ３ 「屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積」欄 

(1) 「物件の種類」欄には、堆積又は貯蔵する物件の種類について記入してください。 

(2) 「堆積又は貯蔵の位置・方法」欄は、整然とした堆積又は貯蔵とするための措置につい

て記入してください。 

(3) 「遮蔽の方法」欄には、主要道路等の公共空間から行為地を遮蔽するための措置につい

て記入してください。 

  ４ 「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該行為を行うに当たって、特に留

意した事項等を記入してください。 

  ５ 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 



第４号様式（第９条関係） 

景観計画区域内における行為の変更届出書

年  月   日   

  （宛先）津市長

（〒       ）

                   住  所                

届出者  氏 名                

電  話                

景観法第１６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 景観計画区域内における行為の届出書の受付年月日及び受付番号

２ 行為の種類

３ 行為の場所

４ 設計又は施行方法の変更の概要

 〔変更前〕

 〔変更後〕

５ 変更理由

６ 変更部分に係る行為の着手予定年月日

年    月     日

 ※  設計又は施行方法の変更の内容が分かる書類及び図書を添付してください。

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所
在地、名称及び代表者の氏名

印



第８号様式中「第１４条関係」を「第１６条関係」に、「第１２条」を「第

１６条」に改め、同様式を第１０号様式とする。 

第７号様式中「第１３条関係」を「第１５条関係」に改め、同様式を第９号

様式とする。 

第６号様式中「第１２条関係」を「第１４条関係」に、「通知書」を「命令

書」に改め、同様式を第８号様式とする。 

第５号様式中「第１０条関係」を「第１２条関係」に改め、同様式を第７号

様式とし、同様式の前に次の２様式を加える。 



第５号様式（第１０条関係） 

(表 ) 

景観計画区域内における行為の通知書 

年   月   日   

  （宛先）津市長

（〒       ）

                   住  所                

通知者  名 称                

                   職氏名

 景観法第１６条第５項の規定により、次のとおり通知します。 

行

為

の

種

類

建築物等 

(1) 建 築 物 
ア 新 築  イ 増 築  ウ 改 築  エ 移 転  オ 外観の変更 カ色彩の変更 

用 途 （                           ） 

(2) 工 作 物 
ア 新 設  イ 増 築  ウ 改 築  エ 移 転  オ 外観の変更 カ色彩の変更 

種 類 （                          ） 

(3) 都市計画法第４条第１２

項に規定する開発行為 

 目  

 的  

(4) 土地の開墾、土石の採取、

鉱物の掘採その他の土地の形

質の変更 

(5)  屋外における土石、廃棄物、

再生資源その他の物件の堆積 

行  為  の  場  所  

行為の着手予定年月日   年  月  日 行為の完了予定年月日   年  月  日

連

絡

先

所 在 地 及 び

電 話 番 号

所在地 

電話番号（       ）    － 

事務所、課(室)名 

及 び 担 当 者 名

事務所等、課（室）名             担当者名 

※ 

受 

付 

欄 

※ 

処 

理 

欄 

(規格Ａ４) 

印



(裏 ) 

備考 

１ 行為の種類に応じて、別紙１、別紙２又は別紙３を添付してください。 

２ 景観法施行規則第１条第２項各号に掲げる図書を添付してください。 

３ 「通知者」は、国の機関又は地方公共団体等の住所、名称、代表者の職・氏名を記入して

ください。 

４ 「行為の種類」欄は、該当する番号及び記号を○で囲んでください。また、建築物にあっ

ては用途（例：庁舎、病院、学校等）を、工作物にあっては種類（例：通信用の鉄塔、高架

水槽、擁壁、柵、塀、処理施設等）を（ ）内に記入してください。 

５ 「連絡先」欄は、届出内容の照会先として、担当する者の所属する事務所等の所在地、電

話番号、担当者の所属する事務所及び課(室)名、担当者名を記入してください。 

６ ※印の欄は、記入しないでください。 



別紙１       

(表 ) 

行為の内容（建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更又は色彩の変更） 

新

築

・

増

築

・

改

築

・

移

転

（
該
当
行
為
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
）

通 知 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷地面積 ㎡ ㎡ ㎡

建築面積 ㎡ ㎡ ㎡

延べ面積 （   階）      ㎡ （   階）      ㎡ （   階）      ㎡ 

高  さ ｍ ｍ ｍ

構  造   

外

部

仕

上

げ 

 通 知 部 分 既 存 部 分 

屋 

根 

色彩   

素材   

外 

壁 

色彩   

素材   

敷

地

の

緑

化

 通 知 部 分 既 存 部 分 合   計 

緑地面積 ㎡ ㎡ ㎡

樹 種 等    

外
観
の
変
更
（
修
繕
・
模
様
替
）・
色
彩
の
変
更

(対象建築物) 

・外 観 面 積 

      ㎡

・建 築 面 積 

      ㎡

・延 べ 面 積 

      ㎡

・高    さ 

      ｍ

・構    造 

 変更面積 変 更 後 変 更 前 

屋

根

色

彩

   ㎡

素

材

   ㎡

外

壁

色

彩

   ㎡

素

材

   ㎡

景観上配慮した事項

その他参考となる事項



(裏 ) 

備考 

  １ 各項目について、建築物の新築に該当する場合は、既存部分欄の記入は不要です。 

  ２ 「敷地面積」欄には、行為に係る敷地の水平投影面積を記入してください。 

  ３ 「建築面積」欄には、行為に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分

の水平投影面積を記入してください。 

  ４ 「延べ面積」欄には、行為に係る建築物の各階の床面積の合計を記入してください。（  ）

には、階層を記入してください。 

  ５ 「高さ」欄には、地盤面から当該建築物の上端までの高さを記入してください。 

また、増築又は改築によって高さが増加する場合は、既存部分欄に現在の高さを記入し、通

知部分欄に増築又は改築する部分の高さを記入してください。合計欄には、増築又は改築後の

高さを記入してください。 

  ６ 「構造」欄には、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。 

  ７ 「色彩」欄には、色調、色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を

記入してください。（マンセル表色系の記号の記入例：濃い茶色（5YR3/3）、淡い黄緑色

（2.5GY8/2）、薄いグレー（N7.5）、薄いアイボリー（5Y8/1.5）等） 

    また、複数の色彩を使用する場合は、「色彩」欄に「別紙のとおり」と記入し、立面図に各

色彩を使用する部分（屋根面及び壁面のサインを含む。）に、その色彩を使う面積、色調、色

相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を記入してください。 

  ８ 「素材」欄には、表面仕上げの素材等をできるだけ詳しく記入してください。（例：日本瓦

ぶき、着色鉄板瓦棒ぶき、アスファルト露出防水、押出し成形板下地アクリルリシン吹付、コ

ンクリート打放し、小口タイル張り等） 

  ９  「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該建築物の建築等に当たって、特

に留意した事項等を記入してください。 

  10 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 



別紙２      

(表 ) 

  行為の内容（工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更又は色彩の変更）

工作物の種類 

（津市景観規則第７条第１項第    号該当） 

新

設

・

増

築

・

改

築

・

移

転

（
該
当
行
為
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
）

通 知 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷地面積 ㎡ ㎡ ㎡

築造面積 ㎡ ㎡ ㎡

高  さ （    ）ｍ （    ）ｍ （    ）ｍ

構  造    

仕 

上 

げ 

 通 知 部 分 既 存 部 分 

色 彩   

素 材   

敷

地

の

緑

化 

 通 知 部 分 既 存 部 分 合   計 

緑地面積 ㎡ ㎡ ㎡

樹 種 等    

外
観
の
変
更
（
修
繕
・
模
様
替
）・

色
彩
の
変
更

(対象工作物) 

・外 観 面 積 

       ㎡

・築 造 面 積 

       ㎡

・高  さ 

       ｍ

・構  造 

変 更 面 積 変 更 後 変 更 前 

色

彩 

㎡

素

材 

㎡

景観上配慮した事項

その他参考となる事項



(裏 ) 

備考 

  １ 各項目について、工作物の新設に該当する場合は、既存部分欄の記入は不要です。 

  ２ 「工作物の種類」欄には、工作物の具体的な名称（例えば、工場の煙突）等を記入してくだ

さい。（  ）には、津市景観規則第７条第１項に該当する規則の番号を記入してください。 

  ３ 「敷地面積」欄には、行為に係る敷地の水平投影面積を記入してください。 

  ４ 「築造面積」欄には、当該工作物の水平投影面積を記入してください。 

  ５ 「高さ」欄には、地盤面から当該工作物の上端までの高さを記入してください。また、建築

物と一体となって設置される工作物については、（ ）内に建築物の上端から当該工作物の上

端までの高さを記入してください。 

増築又は改築によって高さが増加する場合は、既存部分欄に現在の高さを記入し、通知部分

欄に増築又は改築する部分の高さを記入してください。合計欄には、増築又は改築後の高さを

記入してください。 

  ６ 「構造」欄には、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。 

  ７ 「色彩」欄には、色調、色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を

記入してください。（マンセル表色系の記号の記入例：濃い茶色（5YR3/3）、淡い黄緑色

（2.5GY8/2）、薄いグレー（N7.5）、薄いアイボリー（5Y8/1.5）等） 

    また、複数の色彩を使用する場合は、「色彩」欄に「別紙のとおり」と記入し、立面図に各

色彩を使用する部分（屋根面及び壁面のサインを含む。）に、その色彩を使う面積、色調、色

相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を記入してください。 

  ８ 「素材」欄には、表面仕上げの素材等をできるだけ詳しく記入してください。（例：ステン

レスヘアーライン仕上げ、鉄部溶融亜鉛メッキ仕上げ、御影石ジェットバーナー仕上げ、コン

クリート打放し、小口タイル張り等） 

  ９ 「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該工作物の建設等に当たって、特

に留意した事項等を記入してください。 

  10 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 



別紙３       

(表 ) 

行為の内容（開発行為、土地の開墾・土石の採取・鉱物の掘採その他の土地の形質の変更又は屋外における土石・

廃棄物・再生資源その他の物件の堆積） 

開発行為、土地

の開墾その他

の土地の形質

の変更 

土地の面積 

       ㎡

変 更 後 の

土地の形状 

法
のり

面又は 

擁壁の規模 

高さ     ｍ

長さ     ｍ

勾配     ％ 

法
のり

面 等

の 外 観

緑化の方法

土石の採取・

鉱物の掘採 

土地の面積

       ㎡

採 取 又 は

掘 採 の

位置・方法

法
のり

面又は 

擁壁の規模 

高さ     ｍ

長さ     ｍ

勾配     ％

跡 地 の

緑 化 の

方 法 等

屋外における

土石・廃棄物・

再生資源その

他の物件の堆

積 

土地の面積

       ㎡
物件の種類

堆積又は貯蔵

の高さ 

高さ     ｍ

堆積 又 は

貯  蔵  の 

位置・方法 

遮 蔽 の

方      法 

景 観 上 配 慮 し た 事 項

その他参考となる事項



(裏 ) 

備考  

  １ 「開発行為、土地の開墾その他の土地の形質の変更」欄 

(1) 「変更後の土地の形状」欄には、変更後の土地の段差及び傾斜の状況等について記入し

てください。 

(2) 「法
のり

面等の外観」欄には、法
のり

面又は擁壁の勾配、擁壁の素材等について記入してくださ

い。 

(3) 「緑化の方法」欄には、緑化面積、樹種、緑化の工法、既存樹木の活用等について記入

してください。 

  ２ 「土石の採取・鉱物の掘採」欄 

(1) 「採取又は掘採の位置･方法」欄には、主要道路等の公共空間から行為地を目立ちにくく

するための位置及び方法について記入してください。 

(2) 「跡地の緑化の方法等」欄には、跡地の緑化面積、樹種、緑化の工法等及び法
のり

面の形状

や行為地の周囲の地形にあわせるための措置について記入してください。 

  ３ 「屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積」欄 

(1) 「物件の種類」欄には、堆積又は貯蔵する物件の種類について記入してください。 

(2) 「堆積又は貯蔵の位置・方法」欄は、整然とした堆積又は貯蔵とするための措置につい

て記入してください。 

(3) 「遮蔽の方法」欄には、主要道路等の公共空間から行為地を遮蔽するための措置につい

て記入してください。 

  ４ 「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該行為を行うに当たって、特に

留意した事項等を記入してください。 

  ５ 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 



第６号様式（第１１条関係） 

(表 ) 

景観計画区域内における行為の事前協議申出書 

                            年   月   日    

  （宛先）津市長 

（〒        ）  

                   住  所  

               申出者 氏  名             印    

                   電  話  

 津市景観条例第１２条第１項の規定により、次のとおり申し出ます。 

行

為

の

種

類

建築物等 

(1) 建築物 
ア 新 築  イ 増 築  ウ 改 築  エ 移 転  オ 外観の変更 カ色彩の変更 

用 途（                       ） 

(2) 工作物 
ア 新 設  イ 増 築  ウ 改 築  エ 移 転  オ 外観の変更 カ色彩の変更 

種 類（                       ） 

(3) 都市計画法第４条第１２

項に規定する開発行為 

(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物

の掘採その他の土地の形質の変更 

(5)  屋外における土石、廃棄物、

再生資源その他の物件の堆積 

目 的（                                         ） 

行  為  の  場  所  

行為の着手予定年月日   年  月  日 行為の完了予定年月日  年  月  日

変 更 行 為 の

着 手 予 定 年 月 日
  年  月  日

設計又は施行方法

の 変 更 の 概 要

連

絡

先

住所、名称（担当

者）及び電話番号

所在地 

名 称                 （担当者名） 

電話番号（       ）    － 

※ 

受 

付 

欄 

※ 

処 

理 

欄 

                               (規格Ａ４) 

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所
在地、名称及び代表者の氏名

印



(裏 ) 

備考  

  １ 申出書は、１部提出してください。 

２ 行為の種類に応じて、第１号様式の別紙１、別紙２又は別紙３を添付してください。

３ 景観法施行規則第１条第２項各号に掲げる図書を添付してください。

４ 「申出者」は、建築主又は施主の住所、氏名等を記入してください。

５ 「行為の種類」欄は、該当する番号及び記号を○で囲んでください。また、建築物にあっ

ては、用途（例：事務所、賃貸共同住宅、共同商業施設、工場、パチンコ店等）を、工作物

にあっては種類（例：煙突、鉄柱、高架水槽、アスファルトプラント等）を（ ）内に記入

してください。

６ 景観法第１６条第１項に基づく届出に係る事前協議の場合は、「行為の着手予定年月日」及

び「行為の完了予定年月日」欄に記入してください。また、同法第１６条第２項に基づく変

更の届出に係る事前協議の場合は、「変更行為の着手予定年月日」及び「設計又は施行方法の

変更の概要」欄に記入してください。

７ 「連絡先」欄は、申出内容の照会先として、申出者以外の者（設計者、施工者等）を希望

する場合に記入してください。

８ ※印の欄は、記入しないでください。 



 第１０号様式の次に次の１０様式を加える。 



第１１号様式（第１７条関係） 

景観計画区域内における行為の完了（中止）届出書

年  月   日   

  （宛先）津市長 

（〒        ）  

                   住  所                 

               届出者 氏  名                 

電  話  

津市景観条例第１７条の規定により、次のとおり届け出ます。 

行 為 の 種 類  

行 為 の 場 所  

行為の届出書 の 

受 付 年 月 日 
     年   月   日  

行為の届出書 の 

受 付 番 号 

行為の着手年月日      年   月   日  

完了（中止）年月日      年   月   日  

行為を中止し た 

ときはその理 由 

  備考  行為の完了又は中止の状況を示すカラー写真（２方向以上から撮影し

たもの）を添付してください。 

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所
在地、名称及び代表者の氏名

印



第１２号様式（第１９条関係） 

景観重要建造物等指定提案書 

年   月   日   

  （宛先）津市長 

（〒        ）  

                   住  所                 

               提案者 氏  名                 

電  話  

景観法        の規定により、景観重要建造物等の指定について提案します。 

景

観

重

要

建

造

物

等

建 造 物 の 名 称

又は樹木の樹 種

所 在 地

建 造 物 の 外 観 又 は 

樹 木 の 樹 容 の 特 徴 

備考  景観重要建造物の指定の提案の場合にあっては景観法施行規則第７条第１項各

号に掲げる図書を、景観重要樹木の指定の提案の場合にあっては同規則第１２条

第１項各号に掲げる図書を添付してください。 

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所
在地、名称及び代表者の氏名

印

第２０条第１項

第２９条第１項



第１３号様式（第２０条関係） 

景観重要建造物等指定通知書 

（記 号  番  号）  

年   月   日   

（氏    名）  様  

津市長 （氏   名）     

景観法第  条第１項の規定により次のとおり指定をしましたので、同法第  

条第１項の規定により通知します。 

区 分
・景観法第１９条に規定する景観重要建造物 

・景観法第２８条に規定する景観重要樹木 

指定番号及び指定年月日 景（建・樹）第  号      年   月   日  

建 造 物 の 名 称 又 は 

樹 木 の 樹 種 

建造物又は樹木の所在地  

建 造 物 又 は

樹 木 の 所 有 者

住 所  

氏 名  

指 定 の 理 由 と な っ た 

外 観 の 特 徴 

景観法第１９条第１項に 

規 定 す る 土 地 そ の 他 の 

物 件 の 範 囲 

備 考  

印



第１４号様式（第２１条関係） 

景観重要建造物等の指定の標識 

津市景観重要建造物（樹木）

名 称

所在地

指 定 番 号   第         号

指定年月日       年  月  日

津市長 （氏   名）  

３０センチメートル

２
１

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル



第１５号様式（第２２条関係） 

景観重要建造物等現状変更許可申請書 

年   月   日   

  （宛先）津市長 

（〒        ）  

                   住  所                 

               申請者 氏  名                 

電  話  

景観法        の規定により、次のとおり申請します。 

区 分 
・景観法第１９条に規定する景観重要建造物 

・景観法第２８条に規定する景観重要樹木 

指定番号及び指定年月日 景（建・樹）第  号      年   月   日  

建 造 物 の 名 称 又 は 

樹 木 の 樹 種 

建造物又は樹木の所在地  

行 為 の 種 類 、 場 所、

設 計 又 は 施 行 方 法 
別紙のとおり 

行 為 の 着 手 予 定 日      年   月   日  

行 為 の 完 了 年 月 日      年   月   日  

※許可欄  （記  号  番  号）   許可の条件（           ）

 上記のとおり許可します。 

年   月   日         津市長 （氏    名）    

 備考  

  １  申請書は、正副２部提出してください。 

  ２  ※許可欄には、記入しないでください。 

３  景観重要建造物の申請の場合にあっては景観法施行規則第９条第２項各号

に掲げる図書を、景観重要樹木の申請の場合にあっては同規則第１４条第２

項各号に掲げる図書を、添付してください。 

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所
在地、名称及び代表者の氏名

印

印

第２２条第１項

第３１条第１項



別紙 

行為の種類、現状変更の理由、施行の概要等 

行
為
の
種
類

建 築 物 ア 新 築  イ 増 築  ウ 改 築  エ 移 転  オ 外観の変更 カ色彩の変更 

樹 木 ア 伐採   イ 移植 

現

状

変

更

等

現状変更 

が必要な

理 由

連 絡 先

住 所 

氏 名 

電話番号（                ）

景

観

重

要

建

造

物

用 途

区 分 届 出 部 分 既 存 部 分 合 計 

建 築 面 積 
㎡ ㎡ ㎡

構 造

造 延 べ 面 積 
㎡ ㎡ ㎡

建て 最 高 の 高 さ 
ｍ ｍ ｍ

仕 上 材

料 及 び

色 彩

区 分 仕 上 げ 色彩（マンセル記号） 

屋 根 

外 壁 

景

観

重

要

樹

木

樹 木 の

伐 採 又

は 移 植

伐採しようとする樹木の高さ及び規模 事 後 措 置 

移植しようとする樹木の高さ及び規模 事 後 措 置 



第１６号様式（第２３条関係） 

景観重要建造物等原状回復等命令書

（記 号  番  号）  

年   月   日   

（氏    名）  様  

津市長  （氏   名）      

あなたが行った行為は、景観法         の規定に違反しているので、 

同法第   条第１項の規定に基づき、原状回復又はこれに代わるべき措置を講ず

るよう次のとおり命令します。 

区 分
・景観法第１９条に規定する景観重要建造物 

・景観法第２８条に規定する景観重要樹木 

指定番号及び指定年月日 景（建・樹）第  号      年   月   日  

建 造 物 の 名 称 又 は

樹 木 の 樹 種

命 令 の 理 由

必 要 な 措 置

履 行 期 限      年   月   日  

  教示  この命令書に不服がある場合は、この命令書を受け取った日の翌日か

ら起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができ

ます。 

     また、この命令書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、

津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。

印

第２２条第  項

第３１条第  項



第１７号様式（第２４条関係） 

景観重要建造物等所有者変更届出書

年  月   日   

  （宛先）津市長 

（〒        ）  

                   住  所                 

               届出者 氏  名                 

電  話  

景観法第４３条の規定により、次のとおり届け出ます。

区 分 
・景観法第１９条に規定する景観重要建造物 

・景観法第２８条に規定する景観重要樹木 

指 定 番 号 及 び 指 定 年 月 日 景（建・樹）第  号      年   月   日  

建 造 物 の 名 称 又 は 

樹 木 の 樹 種 

建 造 物 又 は 樹 木 の 所 在 地  

所

有

者

変 更 前 の 所 有 者

住所 

氏名 

電話番号（          ）

変 更 後 の 所 有 者

住所 

氏名 

電話番号（          ）

所 有 者 の 変 更 年 月 日      年   月   日  

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所又は事業所の所
在地、名称及び代表者の氏名

印



第１８号様式（第２６条関係）

管理に関する命令書 

（記  号  番  号）  

年   月   日   

（氏    名）  様  

津市長  （氏   名）      

景観法第  条の規定に基づき、管理に関し必要な措置を講ずるよう次のと

おり命令します。 

区 分 
・景観法第１９条に規定する景観重要建造物 

・景観法第２８条に規定する景観重要樹木 

指 定 番 号 及 び 指 定 年 月 日 景（建・樹）第  号      年   月   日  

建 造 物 の 名 称 又 は

樹 木 の 樹 種

命 令  内 容  

  教示  この命令書に不服がある場合は、この命令書を受け取った日の翌日か

ら起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができ

ます。 

     また、この命令書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、

津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

印



第１９号様式（第２６条関係） 

管理に関する勧告書 

（記  号  番  号）  

年   月   日   

（氏    名）  様  

津市長  （氏   名）      

景観法第  条の規定に基づき、管理に関し必要な措置を講ずるよう次のと

おり勧告します。 

区 分 
・景観法第１９条に規定する景観重要建造物 

・景観法第２８条に規定する景観重要樹木 

指 定 番 号 及 び 指 定 年 月 日 景（建・樹）第  号      年   月   日  

建 造 物 の 名 称 又 は

樹 木 の 樹 種

勧 告  内 容  

印



第２０号様式（第２７条関係）

景観重要建造物等解除通知書

（記 号  番  号）  

年   月   日   

（氏    名）  様  

津市長 （氏   名）     

景観法第  条第  項の規定により、次のとおり指定を解除しましたので、

同法第  条第３項の規定により通知します。 

区 分
・景観法第１９条に規定する景観重要建造物 

・景観法第２８条に規定する景観重要樹木 

指定番号及び指定年月日 景（建・樹）第  号      年   月   日  

建 造 物 の 名 称 又 は 

樹 木 の 樹 種 

建造物又は樹木の所在地  

建 造 物 又 は

樹 木 の 所 有 者

住 所  

氏 名  

指 定 解 除 年 月 日      年   月   日  

指 定 解 除 の 理 由  

印



   附 則 

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 



津市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２７号 

津市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

津市職員の給与の支給に関する規則（平成１８年津市規則第２６号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１行政職給料表及び任期付職員給料表の職務の級５級の項中「、津市

河芸美化センター事務長」を削る。 

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



津市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則をここに公布

する。 

平成２６年３月２８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２８号 

   津市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、津市消防長及び消防署長の資格を定める条例（平成２６

年津市条例第２号。以下「条例」という。）第３条の市長が定める教育訓練

及びその期間を定めるものとする。 

 （教育訓練及びその期間） 

第２条 条例第３条第１号及び第２号に規定する市長が定める教育訓練は、次

の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条第１号及び第２号に規定する

市長が定める期間は、当該各号に掲げる課程の区分に応じ当該各号に定める

期間とする。 

 幹部科 ４月 

 上級幹部科 ２月 

 警防科 ４月 

 救助科 ４月 

 救急科 ４月 

 予防科 ４月 

 危険物科 ２月 

 火災調査科 ４月 

２ 条例第３条第３号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課 

 程による教育訓練とする。 

   附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



 津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２９号 

   津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市

規則第１２５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表を次のように改める。 

処理施設の名称 休業日 

津市西部クリーンセン

ター 
 日曜日及び土曜日 

 １２月３１日から翌年の１月３日まで

の日 

津市クリーンセンター

おおたか 

津市白銀環境清掃セン

ター 

津市安芸・津衛生セン

ター 

 日曜日及び土曜日 

 国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日 

 １２月３１日から翌年の１月３日まで

の日(前号に掲げる日を除く。) 

クリーンセンターくも

ず 

 日曜日 

 第２土曜日及び第４土曜日 

 １２月３１日から翌年の１月３日まで 

の日 

第３条第１項の表中 

津市西部クリーンセン

ター 

午前８時３０分から正午まで及び午後１時

津市クリーンセンター

おおたか 

「



津市河芸美化センター から午後４時３０分まで 

津市白銀環境清掃セン

ター 

津市安芸・津衛生セン

ター 

津市西部クリーンセン

ター 

午前８時３０分から正午まで及び午後１時

から午後４時３０分まで 

津市クリーンセンター

おおたか 

津市白銀環境清掃セン

ター 

津市安芸・津衛生セン

ター 

改める。 

 第６条第１号ただし書を次のように改める。 

ただし、一般廃棄物収集運搬業者で別に定める納入通知書により納付す 

ることが困難であるものについては搬入券により、一般廃棄物収集運搬業 

者以外の者で搬入券により納付することが困難であるものについては別に 

定める納入通知書により納付することができる。 

 第６条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。 

 第９条第１項及び第２項中「津市河芸美化センター、」を削り、同条に次の

１項を加える。 

３ 事務長には、安芸・津衛生センター所長の職にある者をもって充てる。 

 第１号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

    を                      を 

   附 則 

１ 津市西部クリーンセンター 

２ 津市クリーンセンターおおたか 

３ 津市河芸美化センター 

４ 津市白銀環境清掃センター 

１ 津市西部クリーンセンター 

２ 津市クリーンセンターおおたか 

３ 津市白銀環境清掃センター 
」 

「 

」 

に改める。 

」 

「

」 

を 

に 



   附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



津市駐車場事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３０号 

   津市駐車場事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則 

 津市駐車場事業の財務に関する特例を定める規則（平成１８年津市規則第２

０８号）の一部を次のように改正する。 

第６３条を次のように改める。 

（固定資産の範囲） 

第６３条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。  

 有形固定資産  

ア 土地  

イ 建物及び附属設備  

ウ 構築物（土地に定着する土木設備又は工作物をいう。）  

エ 機械及び装置並びにその他の附属設備  

オ 自動車その他の陸上運搬具  

カ 工具、器具及び備品（耐用年数が１年以上かつ取得価格が１０万円以 

上のものに限る。）  

キ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で 

ある資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである 

場合に限る。）  

ク 建設仮勘定（イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供する 

ものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために 

充当した材料をいう。）  

ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの  

 無形固定資産  

ア 借地権  

イ 地上権  

ウ 特許権  

エ 施設利用権  



オ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で 

ある資産であって、当該リース物件がアからエまでに掲げるものである 

場合に限る。） 

カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの  

 投資その他の資産  

ア 投資有価証券（１年内（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年 

以内の日をいう。）に満期の到来する有価証券を除く。）  

イ 出資金  

ウ 長期貸付金  

エ 基金  

オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべき 

もの  

カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しな

い資産

 第６４条第３号中「無償で譲り受けた無形固定資産以外の」を「譲与、贈与 

その他無償で取得した」に、「適正な見積価格」を「公正な評価額」に改める。 

第７９条中「第８条第３項」を「第１５条第３項」に改める。 

 第８３条第１項中「定めて」を「定めた」に改める。 

第８５条第３号及び第４号を次のように改める。 

 繰延収益の償却 

 資産の評価 

第８５条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 引当金の計上 

第８７条第２項中「、その年度の事業報告書並びに」を「並びにその年度の

事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項のキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。 

  附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



津市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行取扱規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３１号 

   津市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行取扱規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第

１２３号。以下「法」という。）、建築物の耐震改修の促進に関する法律施

行令（平成７年政令第４２９号）及び建築物の耐震改修の促進に関する法律

施行規則（平成７年建設省令第２８号。以下「省令」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （耐震診断の結果の報告書に添付する書類） 

第２条 省令第５条第４項（省令附則第３条において準用する場合を含む。）

に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

 耐震診断に係る建築物（以下「建築物」という。）の付近見取図、配置 

図、平面図及び断面図 

 耐震診断を行った者が作成した耐震診断の概要を示す書類  

 耐震診断を行った者が省令第５条第１項各号のいずれかに掲げる者であ

ることを証する書類の写し 

 耐震判定委員会（既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委

員会に参加する団体が建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する

評価及び判定を行うために設置した機関をいう。以下同じ。）が建築物の

耐震診断の結果について、法第１２条第１項に規定する技術指針事項（以

下「技術指針事項」という。）に基づき適切であると判定した書類の写し 

 その他市長が必要と認める書類 

 （耐震改修計画の認定の申請書に添付する書類） 

第３条 省令第２８条第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるもの 

とする。 

 耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が建築物の耐震改修計

画について、技術指針事項に基づき適切であると判定した書類の写し及び

当該判定に要した書類 



 その他市長が必要と認める書類 

 （耐震改修計画の認定の申請書に添付することを要しない書類） 

第４条 省令第２８条第２項の規定にかかわらず、法第１７条第３項第１号の

国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けよ

うとする建築物の耐震改修の計画について同条第１項の規定により認定の申

請をしようとする者は、省令第２８条第２項に規定する構造計算書を添える

ことを要しないものとする。 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類） 

第５条 省令第３３条第１項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 省令第３３条第１項第１号に掲げる図書を添えて申請する場合 

  ア 認定を受けようとする建築物の登記事項証明書（以下「登記事項証明

書」という。） 

  イ 認定を受けようとする建築物の外観写真（以下「外観写真」という。） 

  ウ 求積図 

  エ 施工状況等確認書（別記様式） 

  オ その他市長が必要と認める書類 

 省令第３３条第１項第２号に掲げる図書を添えて申請する場合 

  ア 前号に掲げる書類 

  イ 建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図 

  ウ その他市長が必要と認める書類 

２ 省令第３３条第２項第１号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるも

のとする。 

 前項第２号に掲げる書類 

 耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が技術指針事項に基づ 

き適切であると判定した書類の写し及び当該判定に要した書類並びに耐震 

診断及び耐震改修計画を行った者が省令第５条第１項各号のいずれかに掲 

げる者であることを証する書類の写し 

 その他市長が必要と認める書類 

３ 省令第３３条第２項第２号に規定する規則で定める書類は、第１項第２号 

に掲げるものとする。 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付することを要しな

い書類） 



第６条 省令第３３条第１項又は第２項の規定にかかわらず、法第２２条第２ 

項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けよう 

とする建築物について同条第１項の規定により認定の申請をしようとする者 

は、次に掲げる書類を添えることを要しないものとする。 

 省令第３３条第１項第１号に掲げる図書のうち、省令第２８条第１項の

表の（ろ）項に掲げる図書、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳

細図（確認済証（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第４項、

第６条の２第１項又は第１８条第３項の規定により交付される確認済証を

いう。）の写しを提出した場合で、当該確認済証の交付後に建築確認申請

を必要としない増築等が行われていない場合に限る。） 

 省令第３３条第２項第１号に規定する構造計算書 

 （区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類） 

第７条 省令第３７条第１項第３号に規定する規則で定める書類は、次に掲げ 

るものとする。 

 第５条第１項第２号に掲げる書類のうち、登記事項証明書、外観写真及

び施工状況等確認書を除くもの 

 耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が技術指針事項に基づ 

き適切であると判定した書類の写し及び当該判定に要した書類並びに耐震 

診断を行った者が省令第５条第１項各号のいずれかに掲げる者であること 

を証する書類の写し 

 その他市長が必要と認める書類  

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付することを 

要しない書類） 

第８条 省令第３７条第１項の規定にかかわらず、法第２５条第２項の認定を 

受けようとする区分所有建築物について同条第１項の規定により認定の申請 

をしようとする者は、省令第３７条第１項第２号に規定する構造計算書を添 

えることを要しないものとする。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



別記様式（第５条関係）

（表）

施 工 状 況 等 確 認 書

  年  月  日 

（宛先）津市長 

 住 所              

       申請者 氏 名         

電 話              

 住 所              

確認者 氏 名            

電 話              

建築物の耐震改修の促進に関する法律第２２条第１項の規定に基づき認定を

申請する建築物の施工状況等について、調査しましたので、裏面のとおり報告

します。

この確認書の記載事項は、事実に相違ありません。

法人その他の団体にあっては、主たる事
務所又は事業所の所在地、名称及び代表
者の氏名

法人その他の団体にあっては、主たる事
務所又は事業所の所在地、名称及び代表
者の氏名



（裏）

確認者 資格 （  級）建築士  （  ）登録第      号

建築士事務所名 （  級）建築士事務所  （  ）登録第      号

所在地

電話番号

申請建築物 地名地番

都市計画区域 ′都市計画区域（用途地域             ）

′都市計画区域外

建築物の階数 地上 地下 構造 造

建築面積 ㎡ 延べ床面積 ㎡

用途

確認結果 建築等の経過 別紙 建築物等の経過詳細のとおり

耐震関係規定 適用を受ける直近の耐震関係規定

′適法    ′既存不適格

既存不適格条項

耐震改修 建築物の耐震改修の計画の認定（法第１７条関係）

′有     ′無

同計画の認定を受けずに実施した耐震改修

′有     ′無

（有の場合）

耐震判定委員会の判定を受けた補強計画と現場の施工状況

′適合    ′不適合 

損傷又は劣化 著しい損傷又は劣化

′有     ′無

著しい損傷又は劣化の状況



別紙 建築等の経過詳細

No.1 年月日     年    月    日 新築

概要

確認済証の

交付

′有（確認済証番号           ）

′無

′建築確認申請を必要としない

検査済証の

交付

′有（検査済証番号           ）

′無

No.2 年月日     年    月    日 増築

概要

確認済証の

交付

′有（確認済証番号           ）

′無

′建築確認申請を必要としない

検査済証の

交付

′有（検査済証番号          ）

′無（ ′適法     ′法不適合 ）

既存部分へ

の耐震関係

規定の遡及

適用

′有（ ′適法     ′法不適合 ）

′無

No.3 年月日     年    月    日 増築

概要

確認済証の

交付

′有（確認済証番号           ）

′無

′建築確認申請を必要としない

検査済証の

交付

′有（検査済証番号          ）

′無（ ′適法     ′法不適合 ）

既存部分へ

の耐震関係

規定の遡及

適用

′有（ ′適法     ′法不適合 ）

′無



津市訓令第１号

庁中一般 

出先機関 

 津市事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成２６年３月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

   津市事務専決規程の一部を改正する訓令

第１条 津市事務専決規程（平成１８年津市訓令第４号）の一部を次のように

改正する。

  別表第２個別専決事項の表危機管理部の表危機管理課の項中「津市新型イ

ンフルエンザ対策本部」を「津市新型インフルエンザ等対策本部」に改める

  別表第２個別専決事項の表健康福祉部の表福祉政策課の項中

 ７ 津市市民活動セン

ターの事業（地域福

祉ステーションに係

るものに限る。）の

運営に係る総合調整

に関すること。 

 ○    

 を削り、「８ 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」を「７

  三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に改め、同項の次に

次のように加える。

子育て

推進課 

１ 少子化対策及び子

ども子育て支援施策

の総合的な企画、調

整及び推進に関する

こと。 

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

特に

重要

なも

の 

 ２ 子ども・子育て会

議に関すること。 

   ○  

 ３ 保育所の入所負担

金の決定及び徴収並

   ○ 

「

」

。



びに減免に関するこ

と。 

 ４ 保育所の入所負担

金の納入通知書の発

送に関すること。 

○    

 ５ 保育所の入所負担

金の滞納処分及びこ

れに伴う登記又は登

録に関すること。 

 ○   

 ６ 保育所等の設置、

管理、運営等に関す

ること。 

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

 ７ 津市療育センター

の管理及び運営に関

すること。 

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

  別表第２個別専決事項の表健康福祉部の表こども家庭課の項を次のように

改める。

こども

支援課 

１ 助産施設及び母子

生活支援施設の入所

負担金の決定及び徴

収並びに減免に関す

ること。 

   ○ 

 ２ 助産施設及び母子

生活支援施設の入所

負担金の納入通知書

の発送に関すること 

○    

 ３ 児童手当に係る認

定及び却下並びにそ

の額の改定及び受給

事由の消滅に関する

 ○   

。



こと。 

 ４ 児童手当の受給者

に係る変更（児童手

当の額の改定に係る

ものを除く。）に関

すること。 

 ○   

 ５ 児童手当に係る現

況届に関すること。 

 ○   

 ６ 児童扶養手当に係

る認定及び却下並び

にその額の改定及び

受給事由の消滅に関

すること。 

 ○   

 ７ 児童扶養手当の受

給者に係る変更（児

童扶養手当の額の改

定に係るものを除く

に関すること。 

 ○   

 ８ 児童扶養手当に係

る現況届に関するこ

と。 

 ○   

 ９ 自立支援教育訓練

給付金の支給に係る

受講対象講座の指定

に関すること。 

 ○   

 10 高等技能訓練促進

費の支給の決定等に

関すること。 

 ○   

 11 児童福祉施設（保

育所及び津市療育セ

ンターを除く。）等

の設置の協議及び管

理運営等に関するこ

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

。）



と。 

 12 児童福祉法に基づ

く児童及び妊産婦の

福祉に関する相談及

び調査指導の実施並

びに報告に関するこ

と。 

 ○   

 13 家庭児童相談事業

及び婦人相談事業の

実施に関すること。 

 ○   

 14 児童虐待の防止等

に係る相談及び調査

指導等の実施に関す

ること。 

 ○   

 15 チビッコ広場に係

る設置の承認に関す

ること。 

   ○ 

 16 児童遊園の管理に

関すること。 

 ○   

 17 子育て広場に係る

事業の実施に関する

こと。 

 ○   

 18 児童の総合的な発

達支援に係る事業及

び相談に関すること 

 ○   

  別表第２個別専決事項の表健康福祉部の表障がい福祉課の項中

 29 指定特定相談支援

事業者及び指定障害

児相談支援事業者の

指定又は取消しに関

すること。 

   ○  

 を

 29 指定特定相談支援    ○  

。

「

」

「



事業者及び指定障害

児相談支援事業者の

指定又は取消しに関

すること。 

 30 国等による障害者

就労施設等からの物

品等の調達の推進等

に関する法律（平成

２４年法律第５０号

に関すること。 

 ○    

 に改める。

  別表第２個別専決事項の表健康福祉部の表健康づくり課の項中「助成」を

「支給」に改める。

  別表第２個別専決事項の表都市計画部の表都市政策課の項中

 ２ 都市計画に関する

基本的な方針に係る

調査及び計画策定に

関すること。 

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

特に

重要

なも

の 

 を

 ２ 都市計画に関する

基本的な方針に係る

調査及び計画策定に

関すること。 

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

特に

重要

なも

の 

 ３ 三重県風致地区内

における建築等の規

制に関する条例（昭

和４５年三重県条例

第１７号）の施行に

関すること。 

 建築の許可等に

関すること。 

 ○    

 建築の許可の取

消し等、措置命令

   ○  

「

」

「

）

」



及び意見の聴取に

関すること。 

 建築の許可に係

る土地への立入検

査等に関すること 

 ○    

 に、「３ 市街地」を「４ 市街地」に、「４ 公有地の拡大の推進に関す

る法律」を「５ 公有地の拡大の推進に関する法律」に、「５ 都市景観」

を「６ 都市景観」に、「６ 三重県屋外広告物条例」を「７ 三重県屋外

広告物条例」に、「７ 緑化施策」を「８ 緑化施策」に、「８ 市街地再

開発事業」を「９ 市街地再開発事業」に、「９ 土地区画整理事業」を

「１０ 土地区画整理事業」に、「１０ 中心市街地」を「１１ 中心市街

地」に改め、同表建築指導課の項中

 ４ 建築基準法に基づ

く道路等の指定に関

すること。 

 ○    

 を

 ４ 建築基準法に基づ

く道路等の指定に関

すること。 

 ○    

 ５ 建築基準法に基づ

く建築物等に係る定

期報告に関すること  

 ○    

 ６ 建築基準法に基づ

く建築物等の仮使用

の承認に関すること

 ○    

 に、「５ 建築協定」を「７ 建築協定」に、「６ 優良住宅」を「８ 優

良住宅」に、「７ モーテル類似旅館等」を「９ モーテル類似旅館等」に

「８ 建築計画概要書等」を「１０ 建築計画概要書等」に、「９ 独立行

政法人住宅金融支援機構法」を「１１ 独立行政法人住宅金融支援機構法」

に改め、

 10 三重県風致地区内

における建築等の規

制に関する条例（昭

」

「

」

「

」

。

。

、

「

。



和４５年三重県条例

第１７号）の施行に

関すること。 

 建築の許可等に

関すること。 

 ○    

 建築の許可の取

消し等、措置命令

及び意見の聴取に

関すること。 

   ○  

 建築の許可に係

る土地への立入検

査等に関すること 

 ○    

 を削り、「１１ 建築物等」を「１２ 建築物等」に、「１２ 建築物等」

を「１３ 建築物等」に改め、

 13 建築基準法に基づ

く建築物等に係る定

期報告に関すること  

 ○    

 14 建築基準法に基づ

く建築物等の仮使用

の承認に関すること

 ○    

 を削り、「１５ 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」を

「１４ 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に、「１６

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を「１５ 高齢者

障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律」に、

 17 建築物の耐震改修

の促進に関する法律

に基づく計画の認定

等に関すること。 

 ○    

 を

 16 建築物の耐震改修

の促進に関する法律

に基づく計画の認定

要緊急安全確認大規

 ○    

」

」

、

「

」

。

。

「

、

「

。



模建築物の耐震化等

に関すること。 

 17 住宅に係る耐震診

断及び耐震補強の推

進に関すること。 

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

 に、

 19 エネルギーの使用

の合理化に関する法

律に基づく届出等に

関すること。 

 ○    

 を

 19 エネルギーの使用

の合理化に関する法

律に基づく届出等に

関すること。 

 ○    

 20 長期優良住宅の普

及の促進に関する法

律（平成２０年法律

第８７号）に基づく

認定に関すること。  

 ○    

 21 都市の低炭素化の

促進に関する法律  

（平成２４年法律第

８４号）に基づく認

定に関すること。 

 ○    

 に改める。

  別表第４個別専決事項の表危機管理部危機管理課の表防災室の項中

 ５ 住宅に係る耐震診

断及び耐震補強の推

進に関すること。 

 軽易

なも

の 

やや

重要

なも

の 

重要

なも

の 

 を削り、「６ 自主防災組織」を「５ 自主防災組織」に改める。

」

「

」

「

」

「

」



  別表第４個別専決事項の表市民部市民交流課の表対話連携推進室の項中

「（地域福祉ステーションに係るものを除く。）」を削る。

  別表第４個別専決事項の表健康福祉部こども家庭課の表を削る。

第２条 津市事務専決規程の一部を次のように改正する。

  別表第２個別専決事項の表都市計画部の表都市政策課の項中「三重県風致

地区内における建築等の規制に関する条例（昭和４５年三重県条例第１７号

を「津市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２６年津市条

例第１号）」に改める。

   附 則

 この訓令中第１条の規定は平成２６年４月１日から、第２条の規定は同年７

月１日から施行する。

」）



津市訓令第２号

庁中一般 

出先機関 

 津市支所及び出張所処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成２６年３月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

   津市支所及び出張所処務規程の一部を改正する訓令

 津市支所及び出張所処務規程（平成１８年津市訓令第１号）の一部を次のよ

うに改正する。

 別表第１久居総合支所の表地域振興課の部危機管理担当の項中第５号を削り、

第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同部産業振興担当の項中第７３号

を第７４号とし、第５１号から第７２号までを１号ずつ繰り下げ、第５０号の

次に次の１号を加える。

(51) 住宅に係る耐震診断及び耐震補強の推進に関すること。
 別表第１河芸総合支所、芸濃総合支所、美里総合支所、安濃総合支所、香良

洲総合支所、一志総合支所、白山総合支所及び美杉総合支所の表地域振興課の

部総務担当の項中第５１号を削り、第５２号を第５１号とし、第５３号から第

７３号までを１号ずつ繰り上げ、同部産業振興・環境担当の項中第１０４号を

第１０５号とし、第５８号から第１０３号までを１号ずつ繰り下げ、第５７号

の次に次の１号を加える。

(58) 住宅に係る耐震診断及び耐震補強の推進に関すること。
別表第２河芸総合支所の部を次のように改める。

河 芸 総 合 支

所

地域振興課 産業振興・

環境担当

湛水ポンプ場施設の管理に関す

ること。

（仮称）道の駅河芸の運営の準

備に関すること。

市民福祉課 福祉担当 津市河芸ほほえみセンターに関

すること。

 別表第２美杉総合支所の部を次のように改める。

美 杉 総 合 支 地域振興課 総務担当 津市美杉総合文化センターの管



所 理に関すること。

フットパーク美杉の使用に関す

ること。

産業振興・

環境担当

小規模飲料水供給施設布設事業

に関すること。

津市伊勢奥津駅前観光案内交流

施設の管理に関すること。

市民福祉課 市民担当 自動車の臨時運行に関すること

火葬場に関すること。

福祉担当 津市美杉健康相談所の管理に関

すること。

 別表第５久居総合支所の表地域振興課の項中

 17 住宅に係る耐震診断

及び耐震補強に関する

事業に係る申請書の受

付に関すること。 

 ○    

を削り、「１８ 自主防災組織活動」を「１７ 自主防災組織活動」に、「１

９ 情報通信機器」を「１８ 情報通信機器」に、「２０ 情報通信基盤」を

「１９ 情報通信基盤」に、「２１ 電子計算機処理」を「２０ 電子計算機

処理」に、「２２ 地域活動」を「２１ 地域活動」に、「２３ 地区地域審

議会」を「２２ 地区地域審議会」に、「２４ 過疎地域等」を「２３ 過疎

地域等」に、「２５ 鳥獣飼養」を「２４ 鳥獣飼養」に、「２６ 農林水産

業等」を「２５ 農林水産業等」に、

 27 家畜及び家きんの防

疫及び衛生に関するこ

と。 

 ○    

を

 26 家畜及び家きんの防

疫及び衛生に関するこ

と。 

 ○    

 27 住宅に係る耐震診断

及び耐震補強に関する

 ○    

。

」

「

」

「

「



事業に係る申請書の受

付に関すること。 

に改める。

 別表第５河芸総合支所、芸濃総合支所、美里総合支所、安濃総合支所、香良

洲総合支所、一志総合支所、白山総合支所及び美杉総合支所の表地域振興課の

項中

 16 住宅に係る耐震診断

及び耐震補強に関する

事業に係る申請書の受

付に関すること。 

 ○    

を削り、「１７ 自主防災組織活動」を「１６ 自主防災組織活動」に、「１

８ 情報通信機器」を「１７ 情報通信機器」に、「１９ 情報通信基盤」を

「１８ 情報通信基盤」に、「２０ 電子計算機処理」を「１９ 電子計算機

処理」に、「２１ 市民相談」を「２０ 市民相談」に、「２２ 消費者相談」

を「２１ 消費者相談」に、「２３ 計量器」を「２２ 計量器」に、「２４

 交通安全」を「２３ 交通安全」に、「２５ 国際化」を「２４ 国際化」

に、「２６ 国際交流」を「２５ 国際交流」に、「２７ 地域活動」を「２

６ 地域活動」に、「２８ 地区地域審議会」を「２７ 地区地域審議会」に、

「２９ 過疎地域等」を「２８ 過疎地域等」に、「３０ 鳥獣飼養」を「２

９ 鳥獣飼養」に、「３１ 農林水産業等」を「３０ 農林水産業等」に、

「３２ 家畜」を「３１ 家畜」に、「３３ 公園」を「３２ 公園」に、

「３４ 公園」を「３３ 公園」に、

 35 公園に係る使用料の

減免に関すること。 

 ○    

を

 34 公園に係る使用料の

減免に関すること。 

 ○    

 35 住宅に係る耐震診断

及び耐震補強に関する

事業に係る申請書の受

付に関すること。 

 ○    

に改める。

   附 則

」

」

「

」

「

」

「



 この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。



津市訓令第３号 

庁中一般 

出先機関 

 津市社会福祉事務所処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２６年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

   津市社会福祉事務所処務規程の一部を改正する訓令 

 津市社会福祉事務所処務規程（平成１８年津市訓令第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項の表中「こども家庭課 保育担当 児童母子担当」を 

「子育て推進課 保育担当 

 こども支援課 こども支援担当」 

同条第２項とし、同条第４項中「前３項」を「前２項」に改め、「、室」を削り、

同項を同条第３項とする。 

 第３条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項から第６項までを１項

ずつ繰り上げる。 

 第４条第２項を削り、同条第３項中「前条第３項」を「前条第２項」に改め、

同項を同条第２項とし、同条第４項中「前条第４項」を「前条第３項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第５項中「前条第５項」を「前条第４項」に改め、

同項を同条第４項とする。 

 第５条第２項を削る。 

 第６条第１項中「別表第３」を「別表第２」に改め、同条第２項を削る。 

 別表第１本庁の表福祉政策課の部の次に次のように加える。 

子育て推進

課 

保育担当  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）に基づく保育の実施に関すること。 

 別表第１本庁の表こども家庭課の部を次のように改める。 

こども支援

課 

こども支援担 

当 

児童福祉法に基づく助産及び母子保

護の実施に関すること。 

 児童福祉法に基づく要保護児童に係

る通告及び状況把握に関すること。 

に改め、同条第２項を削り、同条第３項を 



 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法

律第１２９号）及び同法の施行のため

の三重県規則に基づく貸付けに係る申

請書等の受理及び通知書等の交付に関

すること。 

 別表第２を削る。 

 別表第３本庁の表福祉政策課の項中「（昭和３８年法律第１６８号）」を削り、

同項の次に次のように加える。 

子育て推進

課 

児童福祉法第２４条第１項に規定する

保育所における保育その他の保護に関す

ること。 

 ○ 

 別表第３本庁の表こども家庭課の項を次のように改め、同表を別表第２とす

る。 

こども支援

課 

 児童福祉法第２２条第１項に規定

する助産施設における助産の実施に

関すること。 

  ○ 

 児童福祉法第２３条第１項に規定

する母子生活支援施設における保護

の実施に関すること。 

○ 

 児童福祉法第２５条に規定する要

保護児童に係る通告の受理及び同法

第２５条の６に規定する要保護児童

の状況把握に関すること。 

 ○  

 母子及び寡婦福祉法及び同法の施

行のための三重県規則に基づく貸付

けに係る申請書、届書その他の書類の

受理並びに通知書、納入通知書その他

の書類の交付に関すること。 

 ○  

 別表第４を削る。 

   附 則 

 この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 



津市告示第４２号  

 下記の者の差押書は、住所居所不明のため、送達することができないので、

国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）第７８条により準用する地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年３月１７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○○

○ 

○○○ ○○○ ○○○

○○○ 
差押書 



津市告示第４３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年安濃町告示第２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２６年３月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  安濃区自治会 

  三重県津市安濃町安濃１４２７番地２ 

   代表者 岡 山 八 十 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
後 久 敏 夫 

三重県津市安濃町安濃１５９９番地 

変更後 
岡 山 八 十 

三重県津市安濃町安濃１２９７番地５ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２６年２月２３日の定期総会において選

任され、平成２６年３月５日から就任することになったため。 



津市告示第４４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年３月１８日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 １２５５ 江戸橋第９号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市江戸橋一丁目１２番地先から 

津市江戸橋一丁目２０番１地先まで 
旧 3.2～4.1 77.0 

津市江戸橋一丁目１２番地先から 

津市江戸橋一丁目２０番１地先まで 
新 3.2～24.0 77.0 

２ 路線名 １２７３ 江戸橋一身田線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市江戸橋一丁目５０番２地先から 

津市上浜町三丁目５２番地先まで 
旧 4.9～12.0 165.0 

津市江戸橋一丁目５０番２地先から 

津市上浜町三丁目５２番地先まで 
新 4.9～12.0 165.0 

津市江戸橋一丁目５４番１地先から 

津市上浜町三丁目５２番地先まで 
新 13.5～51.0 190.0 



津市告示第４５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第２７２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２６年３月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  コモンヒルズ西が丘自治会 

  三重県津市一身田上津部田８６７番地２０ 

   代表者 谷口 雄祐 

２ 変更に係る事項 

   主たる事務所の所在地

変更前 三重県津市一身田上津部田３０９０番地１８ 

変更後 三重県津市一身田上津部田８６７番地２０ 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
井上 宏之 

三重県津市一身田上津部田３０９０番地１８ 

変更後 
谷口 雄祐 

三重県津市一身田上津部田８６７番地２０ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２６年２月１６日の定時総会において改

選されたため。 



津市告示第４６号 

 下記の者の督促状は、住所居所不明のため、送達することができないので、

地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年３月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○○○○ ○○

○○○ ○○○○○○○

平成２３年度第４期及び

平成２４年度第２期～第

４期市民税県民税に係る

督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第４７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２６年３月１９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年  ３月 ３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年  ３月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年  ３月１０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年  ３月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年  ３月１１日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年  ３月１２日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年  ３月１３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年  ３月１４日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第４８号 

 下記の者の交付要求通知書は、住所居所不明のため、送達することができな

いので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年３月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○

○ ○○○ 

交付要求通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第４９号 

 下記に係る自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可番号標は無効であ

ることを告示する。 

  平成２６年３月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

記 

自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可番号標 

自動車臨時運行許可

番号標番号 

許 可 年 月 日 無効となった日 

三重１４－６７津 平成２４年５月２８日 平成２６年３月２０日 

三重１３－２８津 平成２４年８月６日 平成２６年３月２０日 

三重１３－４０津 平成２４年１０月２９日 平成２６年３月２０日 

三重１４－５５津 平成２４年１２月２８日 平成２６年３月２０日 

三重１４－５２津 平成２５年３月１日 平成２６年３月２０日 

三重１４－６６津 平成２５年３月７日 平成２６年３月２０日 

三重１４－２３津 平成２５年３月１５日 平成２６年３月２０日 

三重１４－２１津 平成２５年４月１８日 平成２６年３月２０日 

三重１４－９７津 平成２５年５月２日 平成２６年３月２０日 

三重１４－２２津 平成２５年６月１３日 平成２６年３月２０日 

三重１４－８４津 平成２５年７月２日 平成２６年３月２０日 

三重１４－８３津 平成２５年７月１８日 平成２６年３月２０日 

三重１３－０７津 平成２５年８月９日 平成２６年３月２０日 

三重１３－３９津 平成２６年２月１０日 平成２６年３月２０日 



津市告示第５０号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居所不明のため、送

達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年３月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○ ○○ 配当計算書（謄本）及び

充当通知書（２月分） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第５１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２６年３月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 名称 

  安部区自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

美化・清掃等区域内の環境の整備 

集落施設等の維持管理 

その他目的に資する事業等 

３ 区域 

  本会の区域は、津市安濃町安部７５番地２、１０７０番地、３１５番地か

ら５２６番地まで、及び津市安濃町草生３８８８番地から３９４５番地３ま

での区域とする。 

４ 主たる事務所 

  三重県津市安濃町安部４０９番地１ 

５ 代表者の氏名及び住所 

  川本員正 

  三重県津市安濃町安部４８６番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

無。 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の理由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得



なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２６年３月２７日 



津市告示第５２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年３月２７日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

４１０８４３２ 平成２５年１０月１日 平成２６年１月８日

９２０４７５７ 平成２５年１０月１日 平成２６年２月５日

９２３３５５７ 平成２５年１０月１日 平成２６年２月１０日



津市告示第５３号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２３年津市告示第２３７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２６年３月２７日

                      津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  八対野一区

  三重県津市白山町八対野１００番地

   代表者 西 森 偉 統

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前
 山 口 哲 司

 三重県津市白山町八対野１７８番地４

変更後
 西 森 偉 統

 三重県津市白山町八対野２９５９番地２

３ 変更の理由及び年月日

平成２５年３月３１日に、代表者が総会において新任されたため。

















津市告示第５５号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所

居所不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定

により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○○

○○○ 

○○○○○ ○○○

○○○○○ ○○○

○○ 

差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本）、充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第５６号                 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、市道

路線を次のとおり廃止する。 

  平成２６年３月３１日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

記 

整理番号 路 線 名 
起  点 

重要な経過地 
終  点 

555 グリーンロード線 
津市芸濃町椋本  

津市芸濃町岡本 

1066 二子竜合戸島川原線 
津市安濃町戸島  

津市安濃町中川 

8 日南田竜合線 
津市美里町家所  

津市美里町日南田 

359 家所足坂線 
津市美里町家所  

津市美里町足坂 

 2439 南グリーンロード線 
津市稲葉町  

津市白山町二本木 



津市告示第５７号                 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、市道路

線を次のとおり認定した。 

 その関係図面は、道路法第９条の規定に基づき、津市建設部建設政策課にお

いて、告示の日から２週間一般の縦覧に供する。 

  平成２６年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸    

記 

別紙のとおり 















津市告示第５８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を決定した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年３月３１日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

記 

別紙のとおり 

















津市告示第５９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年３月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

別紙のとおり 

















津市告示第６０号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第６３号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。

  平成２６年３月３１日

                      津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  中ノ村自治会

  三重県津市白山町中ノ村１１５番地

   代表者 長谷川  好

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前
 今 井 直 毅

 三重県津市白山町中ノ村５４番地

変更後
 長谷川   好

 三重県津市白山町中ノ村２６８番地

３ 変更の理由及び年月日

平成２６年１月２６日に、代表者が総会において新任されたため。



津市告示第６１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第３３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２６年３月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  村主区自治会 

  三重県津市安濃町川西１１６６番地 

   代表者 宮 田 三 郎 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
村 主 正 博 

三重県津市安濃町川西１１２５番地 

変更後 
宮 田 三 郎 

三重県津市安濃町川西１１２４番地１ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２６年３月１６日の定期総会において選

任され、平成２６年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第６２号 

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。 

  平成２６年３月３１日 

                 津市長  前 葉 泰 幸   

指定した工事店 

工 事 店 名 所   在   地 指  定  期  間 

有限会社 

松村土木 

津市大里窪田町 

１７５２番地の３ 

平成２６年 ４月 １日から 

平成３０年 ３月３１日まで 

小竹設備 
多気郡多気町西池上 

３３２番地 

平成２６年 ４月 １日から 

平成３０年 ３月３１日まで 



津市公告第２８号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集します。 

  平成２６年３月１７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 採用職 

助教 

２ 専門分野 

栄養学、食品学、栄養教育学、給食管理学 

３ 担当業務 

 上記分野にかかわる教育、研究活動 

 栄養士養成課程における実験実習科目の補助 

４ 採用人員 

１名 

５ 応募資格 

以下の 及び の条件を満たすもの 

 管理栄養士の資格を有する者 

 修士以上の学位を有する者 

６ 採用時期 

平成２６年１０月１日（予定） 

７ 給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところによる。 

８ 公募締切 

平成２６年５月１９日（月）（午後５時までに必着のこと。） 

９ 面接日 

平成２６年７月６日（日）（面接者には６月１９日(木)又は６月２０日（金）

にメールで連絡します。） 

10 提出書類 

 応募書類一覧表 

 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記してください。） 

 教育研究業績書 

 主要な著書、論文等の別刷り又はその写し５点以内 

 研究業績のうち主要なもの３点の概要（各 800 字程度） 



 教育・研究に関する抱負（1,000 字程度） 

 管理栄養士免許証又は登録証の写し 

 最終学歴を証明する書類（学位記の写し可） 

ア 推薦状がある場合は添付してください。 

イ  の教育研究業績は指定の様式を使用してください。 

（本学ホームページ（http://www.tsu-cc.ac.jp）よりダウンロード可） 

11 選考方法 

本学教授会において審議のうえ決定します。 

12 その他 

採用後は津市又はその周辺等に居住できること。 

13 書類提出先 

〒514-0112 三重県津市一身田中野 157 番地 

三重短期大学学長宛 

（封筒の表に、「食物栄養学専攻専任教員応募書類在中」と朱書きしてくだ

さい。） 

14 問い合わせ先 

三重短期大学 大学総務課総務担当 

電 話 ０５９－２３２－２３４１（代） 

ＦＡＸ ０５９－２３２－９６４７ 

Ｅ-ｍａｉｌ 232-2341@city.tsu.lg.jp

（ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又はＥ-ｍａｉｌとします。) 



津市公告第２９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年３月１７日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年３月７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居明神町字風早２０７３番ほか９筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市藤方５０１番地の６２

株式会社ヘルスケア一光 

代表取締役 南野 利久 



津市公告第３０号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２６年３月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定にかかる道路の種類 

   第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日  

平成２６年３月１７日 

３ 指定道路の位置 

津市戸木町字東出７０５４－４、７１６４の一部 

４ 指定道路の延長及び幅員 

延長 ２８．２メートル 

幅員  ５．０メートル 



津市公告第３１号 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２及び津市都市公園条例

（平成１８年津市条例第１９７号）第２条の規定により、都市公園を設置した

ので、次のとおり公告し、その関係図書を縦覧に供します。 

  平成２６年３月２６日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日 

都市公園の名称 位  置 区域 供用開始の期日 

杜の街アカシアの

丘東緑道 

津市河芸町杜の街二

丁目９番地３ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

杜の町アカシアの

丘西緑道 

津市河芸町杜の街二

丁目９番地１０ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

杜の街くるみの丘

南公園 

津市河芸町杜の街三

丁目９番地１ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

杜の街くるみの丘

中央公園 

津市河芸町杜の街三

丁目９番地２ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

杜の街ひだまり公

園 

津市河芸町杜の街三

丁目９番地３ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

上野南公園 津市河芸町上野１８

２２番地１１ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

ガーデンヒルズ河

芸浜田パーク 

津市河芸町浜田１９

８番地１８ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

白塚町白池公園 津市白塚町２２７番

地４０ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

一身田中野小向公

園 

津市一身田中野２０

６番地４０ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

上浜ヒルズ公園 津市上浜町六丁目２

１８番地２７ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

美川町３号公園 津市美川町５９番地

１１ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 



二重池北公園 津市半田３４２１番

地４ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

コモンガーデン津

南台公園 

津市垂水１８２０番

地３３ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

垂水プリマ公園 津市垂水７４５番地

６ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

南城山１号公園 津市城山一丁目２１

３７番地１２ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

南城山２号公園 津市城山一丁目２１

３７番地７ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

戸木ふれあい公園 津市戸木町５４１３

番地３２ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

さくらヒルズ野村

公園 

津市久居野村町１９

９１番地２４ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

牧町北公園 津市牧町４４６番地

２０ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

万町公園 津市久居万町７２０

番地１ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

青葉台南公園 津市青葉台二丁目９

番地１２ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

持川町公園 津市久居持川町２３

３１番地７ 

別 図 の

とおり 

平成２６年３月３１日 

２ 関係図書の縦覧場所  

津市建設部建設整備課 



津市公告第３２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年３月２７日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年３月２０日

２ 抑留期間 平成２６年３月２８日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市戸木町 柴 茶白 雄 中型 
９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第３３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年３月２８日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年３月２６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市半田字四十九山１４７８番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市半田１８８３番地

深見正美 



津市公告第３４号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年３月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年３月２７日

２ 抑留期間 平成２６年４月３日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市 

久居野村町 
雑種 白茶 雌 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



 津市水道事業会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  平成２６年３月２４日 

                津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

津市水道事業管理規程第１号 

   津市水道事業会計規程の一部を改正する規程 

 津市水道事業会計規程（平成１８年津市水道事業管理規程第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第５項中「津市水道局現金取扱員の現金取扱限度を定める規定」を

「津市水道局現金取扱員の現金取扱限度を定める規程（平成１８年津市水道事

業管理規程第９号）」に改める。 

第６３条第１項中「規定」を「規程」に改める。 

 第８３条を次のように改める。 

 （固定資産の範囲） 

第８３条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。 

 有形固定資産 

  ア 土地 

  イ 建物及び附属設備 

  ウ 構築物（土地に定着する土木設備又は工作物をいう。） 

  エ 機械及び装置並びにその他の附属設備 

  オ 車両運搬具 

  カ 工具、器具及び備品（耐用年数が１年以上かつ取得価額が１０万円以

上のものに限る。） 

  キ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

ある資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである

場合に限る。） 

  ク 建設仮勘定（イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供する

ものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために

充当した材料をいう。） 

  ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

 無形固定資産 

  ア 水利権 

  イ 借地権 

  ウ 地上権 



  エ 特許権 

  オ 施設利用権 

  カ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で

ある資産であって、当該リース物件がイからオまでに掲げるものである

場合に限る。） 

  キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 

 投資その他の資産 

  ア 投資有価証券 

  イ 出資金 

  ウ 長期貸付金 

  エ 基金 

  オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべき

もの 

 第１０５条中「第８条第３項」を「第１５条第３項」に改める。 

 第１１０条第１項第２号中「資金計画」を「予定キャッシュ・フロー計算書」 

に改め、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、 

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項第２号の予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるもの 

とする。 

第１２２条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、同条第３号中「繰 

延勘定」を「繰延資産」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号中「退職 

給与引当金及び修繕引当金」を「引当金」に改め、同号を同条第３号とし、同 

条第１号の次に次の１号を加える。 

 繰延収益の償却 

 第１２３条第１項中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１ 

号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

 キャッシュ・フロー計算書 

 第１２３条第２項中「前項各号」を「第１項各号」に改め、同項を同条第３ 

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項第７号のキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとす 

る。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



津市水道局告示第５号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２６年３月２６日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

小竹設備 三重県多気郡多気町西池上 332 番地 平成２６年３月１４日 



津市水道局告示第６号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２６年３月２６日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

西出環境設備 津市久居緑が丘町一丁目７番地３ 平成２６年３月１８日 



津市消防本部訓令第１号         

                             消防本部

 津市消防違反処理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

 平成２６年３月２７日

津市消防長 山 口 精 彦

津市消防違反処理規程の一部を改正する訓令

 津市消防違反処理規程（平成１８年津市消防本部訓令第１２号）の一部を次

のように改正する。

 第１２条第１項及び第３項中「第８条の２第３項」を「第８条の２第５項及

び第６項」に改める。

 別表第１中

⑥ 共同

防火管

理協議

事項及

び共同

防災管

理協議

事項未

決定

（法第

８条の

２及び

法第36

条第１

項にお

共同防火管理協議

事項及び共同防災

管理協議事項未決

定 

警告 警告事項

不履行の

もの 

法定命令

（法第８

条の２第

３項及び

法第36条

第１項に

おいて読

み替えて

準用する

法第８条

の２第３

項） 

二次措置

が不履行

で、かつ、

③の適用

要件に該

当する場

合 

③の一次

措置（法

第５条の

２） 

「



いて読

み替え

て準用

する法

第８条

の２） 

を

⑥の１  

統括防 

火管理 

関係違 

反（法 

第８条 

の２） 

１ 統括防火管理

者未選任 

警告 警告事項

不履行の

もの 

選任命令

（法第８

条の２第

５項） 

二次措置

が不履行

で、かつ、

③の適用

要件に該

当する場

合 

③の一次

措置によ

る。（法

第５条の

２） 

２ 

統

括

防

火

管

理

業

務

不

適

防火対象物全

体についての

消防計画未作

成 

警告 警告事項

不履行の

もの 

作成命令

（法第８

条の２第

６項） 

二次措置

が不履行

で、かつ、

③の適用

要件に該

当する場

合 

③の一次

措置によ

る。（法

第５条の

２） 

防火対象物全

体についての

消防計画が不

適正なもの 

警告 警告事項

不履行の

もの 

適正執行

命令（法

第８条の

２第６

二次措置

が不履行

で、かつ、

③の適用

③の一次

措置によ

る。（法

第５条の

」

「



正 項） 要件に該

当する場

合 

２） 

⑥の２  

統括防 

災管理 

関係違 

反（法 

第36条 

第１項 

におい 

て読み 

替えて 

準用す 

る法第 

８条の 

２） 

１ 統括防災管理

者未選任 

警告 警告事項

不履行の

もの 

選任命令

（法第36

条第１項

において

読み替え

て準用す

る法第８

条の２第

５項） 

２ 

統

括

防

災

管

理

業

務

不

適

正 

防火対象物全

体についての

消防計画未作

成 

警告 警告事項

不履行の

もの 

作成命令

（法第36

条第１項

において

読み替え

て準用す

る法第８

条の２第

６項） 

防火対象物全

体についての

消防計画が不

適正なもの 

警告 警告事項

不履行の

もの 

適正執行

命令（法

第36条第

１項にお

いて読み

替えて準



用する法

第８条の

２第６

項） 

に、

を        に改める。

「 「

２ 法第５ 

条第１項 

第５条の 

２第１項 

第５条の 

３第１項 

第８条第 

３項若し 

くは第４ 

項、第 17 

条の４第 

１項又は 

法第 36条

第１項に 

おいて読 

み替えて 

準用する 

法第８条 

第３項若 

しくは第 

４項の規 

定の命令 

がされた 

もの

２ 法第５ 

条第１項、

第５条の 

２第１項、

第５条の 

３第１項、

第８条第 

３項若し 

くは第４ 

項、第８ 

条の２第 

５項若し 

くは第６ 

項、第８ 

条の２の 

５第３項、

第 17 条の

４第１項 

若しくは 

第２項又 

は法第 36

条第１項

において

読み替え

」

」



別表第３中

法第８条第４項及び法第36

条第１項において読み替え

て準用する法第８条第４項 

防火管理者及び防災管理者の行うべき業務についての措

置命令 

を

法第８条第４項及び法第36

条第１項において読み替え

て準用する法第８条第４項 

防火管理者及び防災管理者の行うべき業務についての措

置命令 

法第８条の２第６項及び法

第36条第１項において読み

替えて準用する法第８条の

２第６項 

統括防火管理者及び統括防災管理者の行うべき業務につ

いての措置命令 

に改める。

   附 則

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。

て準用する

法第８条第

３項若しく

は第４項若

しくは第８

条の２第５

項若しくは

第６項の規

定の命令が

されたもの
」

「

」

「

」



津市消防本部訓令第２号         

                             消防本部

 津市消防表彰規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

 平成２６年３月３１日

津市消防長 山 口 精 彦

津市消防表彰規程の一部を改正する訓令

 津市消防表彰規程（平成２３年津市消防本部訓令第２号）の一部を次のよう

に改正する。

 第２条中「職員」という。）」の次に「、職員」を加える。

   附 則

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。



 津市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

津市教育委員会委員長 石井 雅子   

津市教育委員会規則第２号 

   津市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 

 津市立学校の管理に関する規則（平成１８年津市教育委員会規則第１２号） 

の一部を次のように改正する。 

第６条を次のように改める。 

（授業日の変更） 

第６条 校長等は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会 

 の承認を受けて、第４条第１項第１号又は第２号に規定する休業日と授業日 

 を振り替えることができる。 

２ 校長等は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承

 認を受けて、第４条第１項第２号に規定する休業日を授業日に変更すること

 ができる。

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



 津市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

津市教育委員会委員長 石井 雅子   

津市教育委員会規則第３号 

津市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 津市教育委員会事務局組織規則（平成１８年津市教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「経理担当 施設担当」を「経理・指導担当 施設担当 給食

担当」に、「学務担当 教職員担当 保健・給食担当」を「学校教育担当 学

務担当 教職員担当」に、「教育課程・研修担当 生徒指導担当」を「教育支

援担当 生徒指導・保健担当」に改める。 

 別表第１教育総務課の部経理担当の項中「経理担当」を「経理・指導担当」

に改め、同項に次の２号を加える。

 学校の教材、教具の整備に関すること。

 学校に係る経理の指導に関すること。

 別表第１教育総務課の部に次のように加える。

給食担当  学校給食に関すること。

 学校給食センターに関すること。

 別表第１学校教育課の部を次のように改める。

学校教育課 学校教育担

当

 学校教育に係る総合的な企画及び調整に関

すること。

 学校の設置、廃止、活用等に関すること。

 幼稚園の教育課程及び指導方法に係る指導

・助言に関すること。

 幼稚園運営の管理に関すること。

 子ども子育て支援施策に関すること。

 課の庶務に関すること。

学務担当  就学事務に関すること。

 教科書の給与に関すること。

 学校の諸願い、届け及び承認に関すること

 通学区域及び通学に関すること。

。



 津市通学区域審議会に関すること。

 奨学金の償還に関すること。

教職員担当  教育機関職員（県費負担教職員に限る。）

 の定数、人事、給与及び服務並びに福利厚生

に関すること。

 学校の組織編成及び学校運営の管理に関す

ること。

 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７

号）に規定する事務に関すること。

 教育機関職員（県費負担教職員に限る。）

 の勤務成績の評定に関すること。

 別表第１教育研究支援課の部教育研究担当の項第３号を次のように改める。

 教科書の採択に関すること。

別表第１教育研究支援課の部教育研究担当の項中第４号を第５号とし、第３

号の次に次の１号を加える。

 教職員の研修に関すること。

 別表第１教育研究支援課の部教育課程・研修担当の項中「教育課程・研修担

当」を「教育支援担当」に改め、同項第５号及び第６号を削り、同部生徒指導

担当の項中「生徒指導担当」を「生徒指導・保健担当」に改め、同項に次の３

号を加える。

 学校教育に関すること。

 健康教育・食教育に関すること。

 学校の環境衛生及び保健安全に関すること。 

   附 則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課又は担当の

職に勤務又は兼務を命ぜられていた職員は、別に人事異動通知書の交付又は

人事異動通知書の交付に代える部長等への通知がされない限り、この規則の

施行の日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課又は担当の相当の職に勤務

又は兼務を命ぜられたものとする。 

教育総務課   経理担当 

学校教育課   保健・給食担当 

教育研究支援課 教育課程・研修

教育総務課   経理・指導担当 

〃       給食担当 

教育研究支援課 教育支援担当 



        担当 

〃       生徒指導担当 〃       生徒指導・保健担

        当 



 津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年３月２６日 

                 津市教育委員会委員長 石井 雅子 

津市教育委員会規則第４号 

   津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 津市教育委員会公印規則（平成１８年津市教育委員会規則第８号）の一部を

次のように改正する。 

別表教育長印の項中 

「 

 れい書 方 21 一般 教育総務課

企画管理担

当の担当主

幹又は担当

副主幹 

１ 

                                 」 

「 

れい書 方21 一般 教育総務課

企画管理担

当の担当主

幹又は担当

副主幹 

１ 

 れい書 方 30 表彰状等 教育総務課

企画管理担

当の担当主

幹又は担当

副主幹 

１ 

                                 」 

改め、同表小学校印の項及び小学校長印の項中「５３」を「５１」に改め、同

表幼稚園印の項及び幼稚園長印の項中「４１」を「３９」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

津 市 教

育 長 印

  を 

  に 

津 市 教

育 長 印

津 市 教

育 長 印



津市立幼稚園則の一部を改正する規則をここに公布する。

 平成２６年３月２８日

                 津市教育委員会委員長 石井 雅子

津市教育委員会規則第５号

   津市立幼稚園則の一部を改正する規則

 津市立幼稚園則（平成１８年津市教育委員会規則第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。

 第３条第９号中「２学級」を「３学級」に改め、同条第１１号を削り、同条

第１２号を同条第１１号とし、同条第１３号を削り、同条第１４号中「３学級」

を「２学級」に改め、同号を同条第１２号とし、同条第１５号から第１９号ま

でを２号ずつ繰り上げ、同条第２０号中「３学級」を「４学級」に改め、同号

を同条第１８号とし、同条第２１号中「３学級」を「２学級」に改め、同号を

同条第１９号とし、同条第２２号を同条第２０号とし、同条第２３号中「４学

級」を「３学級」に改め、同号を同条第２１号とし、同条第２４号から第３４

号までを２号ずつ繰り上げ、同条第３５号中「３学級」を「２学級」に改め、

同号を同条第３３号とし、同条第３６号を同条第３４号とし、同条第３７号中

「２学級」を削り、同号を同条第３５号とし、同条第３８号から第４１号まで

を２号ずつ繰り上げ、同条第４２号を削る。

   附 則

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。



津市教育委員会訓令第２号 

                             教育委員会 

 津市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２６年３月２７日 

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之 

  津市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令 

 津市教育委員会事務局処務規程（平成１８年津市教育委員会訓令第１号）の

一部を次のように改正する。 

 別表事務局の表教育総務課の項中 

                                  を 

改め、同表学校教育課の項中 

                                  を 

改め、同表教育研究支援課の項中 

７ 防火管理者の選任届等に関すること。 ○ 

「

」

７ 防火管理者の選任届等に関すること。 ○ 

８ 給食に係る衛生管理報告に関すること ○ 

「

」

に 

７ 教職員の免許の申請の処理に関するこ

と。 

８ 学校環境衛生定期検査報告に関するこ

と。 

９ 日本スポーツ振興センター災害共済給

付申請に関すること。 

10 給食に係る衛生管理報告に関すること 

○ 

○ 

７ 教職員の免許の申請の処理に関するこ

と。 

「

「

」

」

。

○ 

○ 

○ 

。

に 



                                  を 

                                  に 

改める。 

附 則 

 この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 副読本の届出の処理に関すること。 ○ 

２ 副読本の届出の処理に関すること。 

３ 学校環境衛生定期検査報告に関するこ

と。 

４ 日本スポーツ振興センター災害共済給

付申請に関すること。 
○ 

○ 

「

「

」

」

○ 



津市教育委員会告示第６号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２６年３月２５日

  津市教育委員会

                        委員長 石 井 雅 子

１ 招集の日時 平成２６年３月２６日（水） 午後３時から

２ 招集の場所 大会議室Ｂ

３ 会議の事件 

（１）津市教育委員会事務局組織規則の一部の改正について

（２）津市教育委員会公印規則の一部の改正について

（３）津市立学校の管理に関する規則の一部の改正について

（４）平成２６年度津市学校教育推進計画について

（５）「入江和歌囃子」、「専修寺太鼓門の太鼓 附鉄鋲」の津市指定文化財の

指定について





1 



2 



3 



津市選挙管理委員会告示第２８号

 平成２６年３月３１日開催の津市選挙管理委員会において、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８７条第１項の規定による選挙の結果、次の者が

委員長に就任したので、津市選挙管理委員会規程（平成１８年津市選挙管理委

員会告示第１１号）第２条第３項の規定により告示する。

  平成２６年３月３１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 １ 氏  名   坂 口 賢 次

 ２ 住  所   津市半田５２３番地４ 



津市選挙管理委員会告示第２９号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８７条第３項の規定により、次

の者を津市選挙管理委員会委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

その職務を代理すべき者に指定したので、津市選挙管理委員会規程（平成１８

年津市選挙管理委員会告示第１１号）第３条第２項の規定により告示する。

  平成２６年３月３１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 １ 氏  名   鈴 木 捷 功

 ２ 住  所   津市河芸町北黒田８２番地 



津市選挙管理委員会告示第３０号

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１４条第１項に規

定する各選挙区における津市農業委員会委員の選挙権を有する者の２分の１の

数は、次のとおりであるので同条第５項の規定により告示する。

  平成２６年３月３１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

第 １ 選 挙 区         ５４６人

 第 ２ 選 挙 区         ４８９人

 第 ３ 選 挙 区         ３３３人

 第 ４ 選 挙 区         ７７３人

 第 ５ 選 挙 区         ３８８人

 第 ６ 選 挙 区         ４２４人

 第 ７ 選 挙 区         ２１８人

 第 ８ 選 挙 区         ４７４人

 第 ９ 選 挙 区         ３５１人

 第１０選挙区         ４１５人

 第１１選挙区         ４０３人



津市選挙管理委員会告示第３１号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２６年３月３１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹 消 者 数 

             男       女        計 

             １人      ０人       １人 

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 

３ 抹 消 し た 年 月 日  平成２６年３月３１日 


